
 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
50
号 

国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
実
施
に
向
け
た
一
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察 

三
一

は
じ
め
に 

  

国
立
公
文
書
館
の
機
能
・
施
設
の
在
り
方
等
に
関
す
る
調
査
検
討
会
議
（
以
下
「
調

査
検
討
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
二
〇
一
四
年
五
月
三
一
日
に
、
日
本
国
憲
法
を
は
じ
め

と
す
る
重
要
な
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
・
利
用
を
担
う
国
立
公
文
書
館
（
以
下
「
館
」

と
い
う
。
）
の
機
能
・
施
設
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
国
民
や
利
用
者
の
視
点
、
総
合
性
、

効
率
性
等
の
観
点
か
ら
、
幅
広
く
調
査
検
討
を
行
う
た
め
内
閣
府
に
設
置
さ
れ
た
1

。

調
査
検
討
会
議
は
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
か
ら
二
〇
一
六
年
三
月
ま
で
に
計
六
回
開
催

し
、
二
〇
一
六
年
三
月
三
一
日
に
「
国
立
公
文
書
館
の
機
能
・
施
設
の
在
り
方
に
関
す

る
基
本
構
想
」（
以
下
「
基
本
構
想
」
と
い
う
。
）
を
と
り
ま
と
め
公
表
し
た
2

。 

 

調
査
検
討
会
議
は
、
こ
の
基
本
構
想
の
中
で
新
た
な
館
に
求
め
ら
れ
る
機
能
と
し
て
、

収
集
・
情
報
提
供
機
能
、
展
示
・
学
習
機
能
、
保
存
・
修
復
機
能
、
調
査
・
研
究
支
援

機
能
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
機
能
、
人
材
育
成
機
能
、
情
報
交
流
機
能
の
付
与
又
は

強
化
を
挙
げ
た
。
そ
の
う
ち
、
収
集
・
情
報
提
供
機
能
に
つ
い
て
は
、「
重
要
な
歴
史
公

文
書
等
の
散
逸
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
所
在
情
報
を
集
約
し
提
供
す
る
こ
と
は
、
国
民
が

歴
史
公
文
書
等
を
通
じ
て
我
が
国
の
歴
史
を
体
系
的
に
理
解
し
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
の
前
提
と
な
る
重
要
な
活
動
」
で
あ
り
、
館
に
は
こ
う
し
た
活
動
に
お

い
て
よ
り
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
3

。
こ
の
収

集
・
情
報
提
供
機
能
の
今
後
の
展
望
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
収
集
に
係
る
情
報
集
約
・
広

報
強
化
や
デ
ジ
タ
ル
に
よ
る
他
機
関
所
蔵
文
書
の
収
集
及
び
所
在
情
報
の
横
断
的
な
集

約
・
提
供
等
と
と
も
に
、「
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
実
施
等
に
よ
る
収
集
活
動
の
拡

大
」
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
、
館
に
お
い
て
、
新
た
な
施
設
の
建
設
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、

こ
う
し
た
取
組
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
指
摘
し
た
4

。
こ
の
よ
う
に
、

収
集
機
能
の
強
化
に
係
る
取
組
の
一
つ
に
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
実
施
等
が
求
め

ら
れ
て
い
る
中
で
、
館
は
二
〇
一
六
年
度
に
有
識
者
を
交
え
、
学
術
的
見
地
及
び
利
用

者
の
視
点
に
基
づ
き
、
歴
史
資
料
等
の
積
極
収
集
に
関
す
る
方
針
や
具
体
的
方
策
等
を

検
討
す
る
た
め
、
歴
史
資
料
等
の
積
極
収
集
に
関
す
る
検
討
会
議
（
以
下
「
積
極
収
集

に
関
す
る
検
討
会
議
」
と
い
う
。
）
を
開
催
し
た
5

。
同
会
か
ら
も
、
所
在
把
握
等
に
係

る
ハ
ブ
・
セ
ン
タ
ー
機
能
の
不
在
の
中
で
、
館
に
対
し
「
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
推

進
・
拡
大
や
、
国
に
と
っ
て
重
要
な
記
録
の
所
在
把
握
、
保
全
活
動
を
組
織
的
」
に
行

う
必
要
性
が
あ
る
こ
と
等
を
指
摘
し
た
6

。 

 

こ
う
し
た
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
関
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
館

に
は
そ
の
経
験
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
が
十
分
で
な
い
。
加
え
て
、
館
は
、
二
〇
一
七
年

度
の
事
業
計
画
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
指
示
さ
れ
た
年
度
目
標
を
踏
ま
え
、

「
歴
史
公
文
書
等
の
散
逸
を
防
ぎ
、
歴
史
的
事
実
を
立
体
的
か
つ
総
合
的
に
把
握
す
る

機
会
を
国
民
に
提
供
す
る
た
め
、
必
要
な
体
制
を
整
備
し
、
歴
史
資
料
等
の
積
極
収
集
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三
二

及
び
提
供
を
行
う
」
と
明
記
し
て
い
る
7

。
し
た
が
っ
て
、
館
が
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト

リ
ー
事
業
を
実
施
す
る
に
は
、
今
後
事
業
と
し
て
の
目
的
を
定
め
る
と
と
も
に
、
具
体

的
な
進
め
方
に
つ
い
て
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。 

 

と
こ
ろ
で
、
諸
外
国
の
場
合
と
同
様
に
、
日
本
に
お
い
て
も
民
俗
学
や
社
会
学
の
分

野
だ
け
で
な
く
、
御
厨
貴
氏
、
伊
藤
隆
氏
、
原
彬
久
氏
等
を
中
心
と
し
て
、
政
治
家
、

官
僚
、
経
済
人
等
へ
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
行
わ
れ
、
歴
史
学
や
政
治
学
の
分

野
に
お
い
て
も
大
き
く
発
展
し
て
き
た
と
言
え
る
8

。
一
方
で
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
に

お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
つ
い
て
、
安
藤
正
人
氏
は
、「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
活
動

の
一
環
と
し
て
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
（
中
略
）
歴
史
学
研
究
や
民
俗
学
研
究

で
の
手
法
と
し
て
の
聞
き
取
り
調
査
と
は
、
考
え
方
も
方
法
も
異
な
る
は
ず
で
あ
る
」
9

と
指
摘
し
て
い
る
ほ
か
、
加
藤
聖
文
氏
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
「
ど
の
よ
う

に
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
な
か
で
位
置
付
け
る
か
が
今
後
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
」
10

と

言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
に
よ
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
関

し
て
、
い
く
つ
か
の
研
究
成
果
が
確
認
で
き
、
そ
れ
ら
で
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
に
お
け

る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
は
、
音
声
デ
ー
タ
や
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
11

等
の
記
録

が
散
逸
し
な
い
よ
う
、
し
か
る
べ
き
機
関
で
保
存
し
利
用
に
供
す
る
こ
と
、
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
機
関
が
自
ら
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
行
う
こ
と
の
二
種
類
が
あ
り
、
と
り
わ

け
後
者
に
関
す
る
事
例
紹
介
や
問
題
解
決
の
方
法
等
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
12

。 

 

し
か
し
、
先
行
研
究
で
こ
う
し
た
事
例
検
証
の
成
果
は
あ
る
も
の
の
、
安
藤
・
加
藤

両
氏
の
指
摘
に
つ
い
て
は
未
だ
十
分
な
検
討
が
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
に

お
い
て
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
如
何
に
向
き
合
っ
て
い
く
べ
き
か
、
そ
の
他
の
学

問
分
野
で
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
の
違
い
は
何
か
に
つ
い
て
、
改
め
て
整
理
す

る
必
要
が
あ
る
。 

 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
議
論

を
改
め
て
整
理
し
た
上
で
、
館
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
館
自
ら
が

実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
に
絞
り
、
事
業
の
目
的
、
具
体
的
な
業
務
フ

ロ
ー
、
現
時
点
で
想
定
さ
れ
る
課
題
等
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
一
章
で
は
、
オ
ー
ラ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
定
義
か
ら
確
認
す
る
と
と
も
に
、
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
学
か
ら
見
た
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
つ
い
て
考
察
し
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機

関
が
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
特
徴
を
整
理
す
る
。
第
二
章
で
は
、
我
が

国
の
公
文
書
管
理
や
館
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
政
府
に
設
置
さ
れ
た
会
議
体
及
び
館

で
設
置
さ
れ
た
検
討
会
議
の
議
論
等
を
整
理
し
、
現
在
の
館
に
求
め
ら
れ
て
い
る
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
は
、
音
声
デ
ー
タ
や
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
等
の
記
録
の
散
逸

防
止
の
た
め
の
「
受
け
皿
」
と
な
る
こ
と
、
館
が
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
を
行

う
こ
と
の
二
点
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
上
で
、
国
内
外
の
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
機
関
が
実
施
し
て
い
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
取
組
状
況
を
整
理
す
る
と

と
も
に
、
館
が
自
ら
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
目
的
を
明
ら
か
に
す

る
。
第
三
章
で
は
、
館
が
自
ら
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
に
お
い
て
想

定
さ
れ
る
業
務
と
、
そ
こ
で
発
生
す
る
記
録
は
如
何
な
る
も
の
か
を
検
証
す
る
。
第
四

章
で
は
、
館
が
自
ら
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
に
つ
い
て
、
現
時
点
で

の
課
題
を
抽
出
し
、
若
干
の
解
決
策
も
提
示
す
る
。 

 

な
お
、
本
稿
で
展
開
す
る
議
論
や
意
見
は
、
筆
者
の
個
人
的
見
解
等
で
あ
り
、
館
と

し
て
の
正
式
な
見
解
や
立
場
を
示
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
付
け
加
え
て
記
し
て
お
く
。 

  

第
一
章 

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
は
何
か 

 
第
一
節 

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
定
義 

  

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
は
何
か
。
そ
の
明
確
な
定
義
を
示
す
こ
と
は
難
し
い
。
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三
三

な
ぜ
な
ら
、
従
来
か
ら
民
俗
学
・
社
会
学
・
人
類
学
・
歴
史
学
・
政
治
学
等
各
分
野
に

お
い
て
口
述
の
資
料
を
収
集
し
て
研
究
に
用
い
る
方
法
が
あ
り
、
分
野
ご
と
に
諸
説
定

義
が
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
13

。 

 

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
学
者
で
あ
る
ド
ナ
ル
ド
・
リ
ッ
チ
ー(D

onald 
A

. 

R
itchie)

は
、
「
単
純
に
言
え
ば
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
は
、
録
音
さ
れ
た
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
、
歴
史
的
に
意
味
の
あ
る
記
憶
や
個
人
の
コ
メ
ン
ト
を
採
集
す
る

こ
と
で
あ
る
」
と
定
義
す
る
14

。
ま
た
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
・

リ
ー
サ
ー
チ
・
オ
フ
ィ
ス
（O

ral H
istory R

esearch O
ffice

）
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
を
務

め
、
ア
メ
リ
カ
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
学
会
（O

ral H
istory A

ssociation

）
の
会

長
で
も
あ
っ
た
ロ
ナ
ル
ド
・
グ
レ
ー
リ
（R

onald J. G
rele

）
は
、「（
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
と
は 

― 

筆
者
注
）
歴
史
的
構
築
と
い
う
目
的
の
た
め
に
過
去
の
出
来
事
に
参

加
し
た
目
撃
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
」
と
述
べ
る
15

。
こ
う
し
た
定
義
を
踏
ま

え
る
な
ら
ば
、
歴
史
学
の
分
野
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
は
、
歴
史
検
証

の
た
め
に
あ
る
出
来
事
の
目
撃
者
を
含
む
個
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
、
当
該
個

人
の
記
憶
を
記
録
と
し
て
残
す
こ
と
と
整
理
で
き
る
。 

 

で
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
対
象
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
か
。
政
治
家
等
へ
の

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
行
っ
て
い
る
政
治
学
者
の
御
厨
氏
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
を
「
公
人
の
専
門
家
に
よ
る
万
人
の
た
め
の
口
述
記
録
」
と
し
、
オ
ー
ラ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
の
対
象
を
「
公
人
」
と
捉
え
て
い
る
16

。
一
方
で
、
歴
史
学
者
の
伊
藤
氏

は
、「
日
本
の
政
治
や
行
政
、
そ
の
他
国
内
の
組
織
や
運
動
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

人
物
か
ら
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
の
経
験
に
つ
い
て
質
問
し
て
答
え
て
い
た
だ
く
」
こ
と

で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
17

。
こ
の
よ
う
に
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
対
象
に
つ
い

て
、
御
厨
氏
が
「
公
人
」
と
限
定
し
た
の
に
対
し
、
伊
藤
氏
は
「
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
人
物
」
と
よ
り
広
い
概
念
で
と
ら
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
対
象
は
、
そ
の
実
施
者
の
関
心
に
よ
っ
て
様
々
と
い
え
る
18

。 

 

ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
よ
り
、
女
性
史
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
取
り
組

ん
で
き
た
ヴ
ァ
レ
リ
ー
・
ヤ
ウ
（V

alerie R
. Y

ow

）
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に

は
、（
一
）
テ
ー
プ
に
録
音
さ
れ
た
回
想
、（
二
）
タ
イ
プ
さ
れ
た
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
、

（
三
）
綿
密
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
伴
う
調
査
法
と
い
う
三
つ
す
べ
て
を
表
す
用
語
と
指

摘
し
、
「
（
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う 

― 

筆
者
注
）
用
語
が
不
適
切
で
あ
る
と

か
、
不
正
確
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
語
弊
を
招
く
と
い
っ
た
批
判
も
聞
か
れ
る
が
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
用
語
よ
り
よ
い
言
葉
を
探
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
は
考

え
に
く
い
」
と
言
明
し
て
い
る
19

。 

 

さ
ら
に
、
歴
史
学
者
の
ポ
ー
ル
・
ト
ン
プ
ソ
ン
（Paul T

hom
pson

）
は
、
一
九
七
八

年
に
刊
行
し
た
『T

he voice of the past : oral history

』
で
、
新
シ
ョ
ー
タ
ー
・
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
で
の
記
載
を
引
用
し
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
は
、「
テ
ー

プ
レ
コ
ー
ダ
ー
に
よ
っ
て
録
音
さ
れ
た
、
語
り
手
の
個
人
的
な
知
識
か
ら
引
き
出
さ
れ

た
歴
史
情
報
、
そ
の
情
報
を
学
問
的
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
又
は
分
析
す
る
こ
と
」
と

述
べ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
刊
行
し
た
同
書
の
第
三
版
の
序
文
で
は
、
本
書
を
新

し
く
書
き
直
す
の
な
ら
ば
、
重
要
な
部
分
に
関
わ
る
構
成
を
修
正
し
、
そ
の
例
と
し
て

「
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
あ
る
い
は
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー
の
定
義
に
つ
い
て
触
れ

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
記
し
て
い
る
20

。
ヤ
ウ
や
ト
ン
プ
ソ
ン
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ

ス
ト
リ
ー
を
固
定
的
に
定
義
し
な
か
っ
た
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
は
、
録
音
さ
れ
た
音
声
デ
ー
タ
、

ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
伴
う
調
査
法
と
い
う
意
味
を
内
包
し
た
も
の

で
あ
る
と
の
共
通
認
識
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
対
象
と
な
る
人
物
や
そ
の
範
囲
は
、

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
実
施
者
次
第
で
あ
り
、
固
定
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
難
し

い
と
い
え
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
、
上
記
で
示
し
た
よ
う

な
幅
広
い
意
味
を
内
包
す
る
用
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。 
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三
四

 
第
二
節 

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー 

  

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
は
、様
々
な
学
問
領
域
で
発
展
し
て
き
た
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
お
う
と
し
て
い
る
の
か
。
近
年
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
分
野
で

は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
領
域
に
関
与
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
21

。 

 

例
え
ば
、
カ
ナ
ダ
の
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
で
あ
る
ジ
ャ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
・
ワ
ロ
ー
（Jean 

P.W
allot

）
等
に
よ
る
と
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
に
と
っ
て
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の

実
施
に
は
様
々
な
課
題
が
あ
る
も
の
の
、
現
在
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
発
展
す
る

な
か
で
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
が
こ
う
し
た
動
向
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言

及
し
て
い
る
22

。 

 

で
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
が
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
か
。
ア
ン
・
ペ
ダ
ー
ソ
ン
（A

nn Pederson

）
は
、
オ
ー
ラ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
実
施
す
る
際
に
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
や
計
画
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
が
行
わ
れ
た
条
件
等
を
記
録
と
し
て
残
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
23

。

ま
た
、
中
島
康
比
古
氏
に
よ
る
と
、
記
録
の
発
生
か
ら
保
存
・
利
用
ま
で
を
意
識
し
、

ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
だ
け
が
記
録
で
は
な
く
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
な
ぜ
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
事
前
準
備
を
し
て
き
た

の
か
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
全
体
の
記
録
の
作
成
・
捕
捉
と
と
も
に
、
そ
の
保
存
期
間

を
定
め
、
評
価
選
別
を
し
て
、
保
存
及
び
利
用
に
供
す
こ
と
ま
で
を
射
程
に
入
れ
る
必

要
が
あ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
こ
う
し
た
記
録
の
保
存
と
利
用
に
よ
り
、
オ
ー
ラ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
適
切
に
実
施
さ
れ
る
又
は
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
、
広
く
社
会
に
対
し
、「
証
拠
（
記
録
）
に
基
づ
い
て
証
明
し
得
る
状
態
（
ア
カ
ウ
ン

タ
ビ
リ
テ
ィ accountability

）
を
保
つ
事
が
出
来
る
」
と
言
及
し
た
24

。 

 

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
に
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

の
実
施
及
び
そ
の
過
程
に
お
い
て
作
成
又
は
取
得
さ
れ
た
記
録
、
例
え
ば
、
ト
ラ
ン
ス

ク
リ
プ
ト
だ
け
で
は
な
く
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
実
施
や
そ
の
経
緯
を
明
ら
か

に
す
る
記
録
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
の
質
問
票
や
参
考
資
料
、
音
声
・
動
画
デ
ー
タ
等
を

適
切
に
管
理
し
、
評
価
選
別
を
行
い
、
保
存
及
び
利
用
ま
で
を
射
程
に
入
れ
た
オ
ー
ラ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
オ
ー
ラ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
実
施
及
び
そ
の
過
程
に
お
い
て
作
成
又
は
取
得
し
た
記
録
を
「
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
」
と
い
う
こ
と
と
す
る
。 

  

第
二
章 

館
に
よ
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
と
そ
の
目
的 

 

第
一
節 

館
と
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー 

  

「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
館
に
よ
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
実
施
が

指
摘
さ
れ
た
の
は
、
調
査
検
討
会
議
に
よ
る
基
本
構
想
で
あ
る
。
た
だ
し
、
館
と
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
関
連
づ
け
ら
れ
て
議
論
さ
れ
た
の
は
、
必
ず
し
も
こ
の
時
が
初

め
て
で
は
な
い
。
本
節
で
は
、
我
が
国
の
公
文
書
管
理
や
館
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
政
府
に
設
置
さ
れ
た
会
議
体
及
び
館
に
設
置
さ
れ
た
会
議
体
の
議
論

等
を
整
理
し
、
現
在
の
館
に
求
め
ら
れ
て
い
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
を
明
ら

か
に
す
る
。 

 
二
〇
〇
三
年
一
二
月
五
日
の
内
閣
官
房
長
官
決
定
に
よ
っ
て
、
公
文
書
等
の
適
切
な

管
理
、
保
存
及
び
利
用
に
関
す
る
懇
談
会
（
以
下
「
懇
談
会
」
と
い
う
。
）
が
発
足
し
た
。

懇
談
会
の
目
的
は
、
公
文
書
等
を
適
切
に
管
理
し
、
後
世
に
残
す
べ
き
価
値
の
あ
る
歴

史
的
に
重
要
な
公
文
書
等
の
体
系
的
な
保
存
を
行
う
と
と
も
に
、
国
民
の
利
用
に
供
す
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三
五

る
た
め
の
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
懇
談
会
は
、
当
時
の
福
田
康
夫
内
閣
官

房
長
官
が
諸
外
国
の
公
文
書
館
と
日
本
の
そ
れ
を
比
較
し
て
機
能
、
規
模
と
も
に
立
ち

遅
れ
て
お
り
、
ま
た
、
日
本
の
国
力
に
も
応
じ
た
も
の
で
な
い
と
の
憂
慮
の
念
か
ら
、

二
〇
〇
三
年
四
月
一
一
日
に
内
閣
府
大
臣
官
房
長
の
も
と
に
設
置
さ
れ
た
「
歴
史
資
料

と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
・
利
用
等
の
た
め
の
研
究
会
」
を
拡
充
・
発

展
さ
せ
、
同
研
究
会
で
議
論
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
深
く
掘
り
下
げ
か
つ
抜

本
的
な
検
討
を
行
う
目
的
で
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
25

。 

 

懇
談
会
で
は
、
二
〇
〇
四
年
六
月
二
八
日
の
第
八
回
会
合
に
お
い
て
、
こ
の
間
の
議

論
の
成
果
を
取
り
ま
と
め
た｢

公
文
書
等
の
適
切
な
管
理
、
保
存
及
び
利
用
の
た
め
の
体

制
整
備
に
つ
い
て
―
未
来
に
残
す
歴
史
的
文
書
・
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
充
実
に
向
け
て
―｣

と
題
す
る
報
告
書
を
、
高
山
正
也
座
長
か
ら
細
田
博
之
内
閣
官
房
長
官
へ
提
出
し
た
。

こ
の
報
告
書
の
中
で
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
関
す
る
資
料
に
つ
い
て
は
、
以
下

の
様
に
提
言
し
て
い
る
。 

 

オ 

公
文
書
等
の
媒
体
の
多
様
化
へ
の
対
応 

 

現
在
収
集
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
資
料
の
中
に
も
、
公
文
書
等
と
密
接
な
関
係

が
あ
り
、
歴
史
的
な
価
値
が
高
い
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
（
口
述
記
録
）
関
係

資
料
、
映
像
資
料
、
音
声
資
料
、
写
真
等
が
多
く
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
国
立
公

文
書
館
に
よ
る
収
集
を
可
能
に
す
る
仕
組
み
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
閣
議
決
定
を
改
正
し
、
移
管
す
べ
き
公
文
書
等
の
中
に
新
た
な

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
26

。 

  

こ
の
報
告
書
の
記
述
か
ら
は
、
次
の
二
点
が
指
摘
で
き
る
。
第
一
に
、「
オ
ー
ラ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
（
口
述
記
録
）
関
係
資
料
」
は
、
映
像
資
料
や
音
声
資
料
、
写
真
資
料
と

並
び
、
公
文
書
等
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
も
の
で
、
歴
史
的
な
価
値
が
高
い
も
の
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
当
時
の
移
管
制
度
は
内
閣
総
理
大
臣
と

各
行
政
機
関
の
長
と
の
協
議
が
整
っ
た
場
合
に
の
み
、
館
が
行
政
文
書
の
移
管
を
受
け

る
と
い
う
制
度
で
あ
っ
た
が
27

、
そ
れ
を
改
め
、「
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
（
口
述
記

録
）
関
係
資
料
」
を
新
た
に
「
移
管
す
べ
き
公
文
書
等
」
と
し
て
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る

こ
と
で
、
国
の
行
政
機
関
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業

の
記
録
で
あ
る
「
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
（
口
述
記
録
）
関
係
資
料
」
の
館
に
よ
る

収
集
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
懇
談
会
は
こ
の
報
告
書
の
中
で
、

「
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
（
口
述
記
録
）
関
係
資
料
」
を
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要

な
公
文
書
等
」
と
し
て
、
行
政
機
関
か
ら
館
へ
の
移
管
を
可
能
と
す
る
こ
と
を
提
言
し

た
。 

 

そ
の
後
、
こ
の
報
告
書
の
提
言
を
う
け
、
移
管
制
度
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
移
管
す

べ
き
行
政
文
書
の
対
象
範
囲
は
広
が
っ
た
も
の
の
、「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書

等
」
と
し
て
「
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
（
口
述
記
録
）
関
係
資
料
」
が
位
置
づ
け
ら

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
館
が
「
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
（
口
述
記
録
）

関
係
資
料
」
に
当
た
る
行
政
文
書
を
収
集
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
内
閣
総
理
大
臣

と
行
政
機
関
の
長
と
の
協
議
次
第
で
あ
り
、
行
政
機
関
の
長
が
当
該
行
政
文
書
の
移
管

に
合
意
し
な
い
限
り
、
館
は
当
該
行
政
文
書
の
移
管
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
当
該
行
政
文
書
は
、
行
政
機
関
の
長
の
判
断
で
廃
棄
す
る
こ
と

も
可
能
な
ま
ま
で
あ
っ
た
28

。 

 

こ
う
し
た
な
か
二
〇
〇
七
年
に
、
薬
害
肝
炎
患
者
リ
ス
ト
の
放
置
問
題
や
給
油
艦
の

航
泊
日
誌
の
誤
廃
棄
、
い
わ
ゆ
る
年
金
記
録
問
題
等
の
不
適
切
な
文
書
管
理
を
契
機
と

し
て
、
各
行
政
機
関
の
文
書
管
理
を
見
直
し
、
政
府
に
お
け
る
統
一
的
な
ル
ー
ル
の
も

と
で
文
書
管
理
に
つ
い
て
定
め
た
公
文
書
管
理
法
制
を
整
備
す
べ
き
だ
と
い
う
声
が
高

ま
っ
た
29

。
こ
う
し
た
情
勢
に
対
し
、
当
時
の
福
田
康
夫
内
閣
総
理
大
臣
は
第
一
六
九

回
国
会
に
お
け
る
施
政
方
針
演
説
で
「
行
政
文
書
の
管
理
の
あ
り
方
を
基
本
か
ら
見
直
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三
六

し
、
法
制
化
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
国
立
公
文
書
館
制
度
の
充
実
を
含
め
、
公
文
書

の
保
存
に
向
け
た
体
制
を
整
備
」
す
る
と
発
言
し
た
30

。
政
府
は
二
〇
〇
八
年
二
月
に

「
公
文
書
管
理
の
在
り
方
等
に
関
す
る
有
識
者
会
議
」
を
設
置
し
、
同
年
一
一
月
に
最

終
報
告
書
を
ま
と
め
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
九
年
三
月
に
「
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す

る
法
律
案
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
同
年
に
「
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇

〇
九
年
七
月
一
日
法
律
第
六
六
号
、
以
下
「
公
文
書
管
理
法
」
と
い
う
。
）
が
成
立
し
た
。 

 

で
は
、
公
文
書
管
理
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
館
へ
の
行
政
文
書
の
移
管
は
ど
の
よ
う

に
変
わ
っ
た
の
か
。
同
法
施
行
前
、
内
閣
総
理
大
臣
と
行
政
機
関
の
長
と
の
協
議
が
整

わ
な
い
限
り
、
館
は
行
政
文
書
の
移
管
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
同
法
の

施
行
に
よ
り
行
政
機
関
に
は
、
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
（
以
下
「
歴
史
公

文
書
等
」
と
い
う
。）
に
該
当
す
る
行
政
文
書
（
外
務
省
及
び
宮
内
庁
が
管
理
す
る
行
政

文
書
は
除
く
。
）
を
全
て
館
に
移
管
す
る
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
た
（
同
法
第
八
条
第
一

項
）
31

。
そ
し
て
、
行
政
文
書
の
移
管
又
は
廃
棄
に
係
る
基
本
的
な
考
え
方
や
具
体
的

な
判
断
指
針
は
「
行
政
文
書
の
管
理
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
二
〇
一
一
年
四
月
一

日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
の
「
別
表
第
二 

保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
の
設
定
基
準
」（
以

下
「
別
表
第
二
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。 

 

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
に
該
当
す
る
行
政
文
書
に
つ
い
て
言
え
ば
、
別
表
第

二
で
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
し
移
管
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
示
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
各
行
政
機
関
が
作
成
又
は
取
得
し
た
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
が

別
表
第
二
「
一 

基
本
的
考
え
方
」【
Ⅰ
】
～
【
Ⅳ
】
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
考
え

ら
れ
る
場
合
に
は
、
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
移
管
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

公
文
書
管
理
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
た
と
え
行
政
機
関
の
長
が
そ
れ
を
廃

棄
し
よ
う
と
し
て
も
、
内
閣
総
理
大
臣
の
同
意
が
な
い
限
り
、
そ
の
廃
棄
は
で
き
な
い

こ
と
に
も
な
っ
て
い
る
32

。
し
た
が
っ
て
、
行
政
機
関
に
よ
っ
て
作
成
又
は
取
得
さ
れ

た
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
が
行
政
文
書
と
し
て
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
に

登
録
さ
れ
る
限
り
、
館
が
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
の
移
管
を
受
け
る
た
め
の
制

度
的
な
仕
組
み
は
、
強
化
さ
れ
た
と
い
え
る
。 

 

ま
た
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
研
究
者
が
実
施
し
、
保
有
し
て
い
る
オ
ー
ラ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
に
つ
い
て
、
館
で
保
存
し
て
ほ
し
い
と
の
要
望
が
で
て
き
た
33

。

研
究
者
は
そ
れ
ぞ
れ
が
実
施
し
た
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
を
大
学
の
研
究
室
等

で
保
管
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
将
来
の
研
究
者
が
こ
れ
ら
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記

録
を
利
用
し
た
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
実
施
し
た
研
究
者
の
退
職
や
異
動
に
よ
っ
て
こ

う
し
た
記
録
が
散
逸
し
、
利
用
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
34

。
そ
の
た

め
、
館
が
こ
う
し
た
記
録
の
受
け
皿
と
な
り
利
用
に
供
し
35

、
ひ
い
て
は
多
く
の
重
要

人
物
の
記
憶
を
記
録
と
し
て
後
世
に
遺
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
オ
ー
ラ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
に
関
す
る
セ
ン
タ
ー
的
機
能
を
果
た
す
べ
き
だ
と
の
指
摘
も
あ
っ
た
36

。 

 

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
公
文
書
管
理
法
の
施
行
に
よ
り
、
館
は
法
人
そ
の
他
の

団
体
（
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
を
除
く
。
）又
は
個
人
か
ら
、
寄
贈
又
は
寄
託
に
よ
り
、

歴
史
公
文
書
等
を
収
集
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
研
究
者
等
が
保
管

し
て
い
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
が
「
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
寄
贈
・

寄
託
文
書
受
入
要
綱
」（
二
〇
一
一
年
四
月
一
日
館
長
決
定
）
第
二
条
に
規
定
さ
れ
る
受

入
基
準
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
館
は
そ
れ
を
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
受
け
入
れ

る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
37

。 

 

現
在
、
館
の
機
能
・
施
設
の
在
り
方
等
が
調
査
検
討
会
議
で
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
、
館
の
収
集
機
能
強
化
の
中
で
言
及
さ
れ
て
き
た
。
例
え

ば
、
調
査
検
討
会
議
の
第
四
回
会
議
（
二
〇
一
四
年
七
月
三
〇
日
）
で
は
、「
歴
史
資
料

と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
の
収
集
」
に
つ
い
て
議
論
し
、
齊
藤
勝
利
委
員
は
、
自
身
の

体
験
と
し
て
、「
案
件
の
性
質
上
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
意
思
決
定
し
た
こ
と
も
あ
り
、
そ

こ
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
必
ず
し
も
十
分
に
記
録
が
残
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う

経
験
を
踏
ま
え
、「
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
形
を
積
極
的
に
使
う
こ
と
で
収
集
機
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三
七

能
を
高
め
る
と
い
う
必
要
が
あ
る
」
38

と
発
言
し
た
。
ま
た
、
神
門
典
子
委
員
も
「
展

示
を
拝
見
し
た
と
き
に
も
、
や
は
り
公
文
書
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
ス
ト
ー

リ
ー
が
あ
る
と
非
常
に
意
味
が
あ
る
（
中
略
）
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
ど
の
よ

う
な
思
い
で
出
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
記
録
に
残
し
て
い
く
こ
と
が
教
育
の
上
で

も
、
展
示
を
す
る
上
で
も
、
あ
る
い
は
研
究
の
上
で
も
、
行
政
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

と
い
う
意
味
で
も
非
常
に
重
要
で
は
な
い
か
と
思
う
」
39

と
述
べ
、
行
政
文
書
だ
け
で

は
窺
い
知
れ
な
い
情
報
に
つ
い
て
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
よ
り
入
手
す
る
こ
と
の

意
義
を
指
摘
し
た
。 

 

そ
の
後
、
調
査
検
討
会
議
で
は
、
二
〇
一
五
年
三
月
に
「
国
立
公
文
書
館
の
機
能
・

施
設
の
在
り
方
に
関
す
る
提
言
」
を
行
い
、
保
存
機
能
、
人
材
育
成
機
能
、
収
集
機
能
、

修
復
機
能
、
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
機
能
等
の
項
目
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
第
一
二
回
会
議
（
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
一
日
）
で
は
、「
対
象
文
書
の

範
囲
及
び
収
集
機
能
に
つ
い
て
」
議
論
し
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
つ
い
て
は
、

「
総
理
大
臣
経
験
者
や
重
要
な
政
策
に
係
る
意
思
決
定
、
重
大
な
事
件
や
事
故
等
に
関

わ
っ
た
人
物
に
対
し
て
、
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
よ
う
な
記
録
活
動
を
実
施
す
る
た

め
の
制
度
的
な
基
盤
や
体
制
、
ノ
ウ
ハ
ウ
等
が
充
分
に
備
わ
っ
て
い
な
い
」
と
、
館
の

現
状
が
報
告
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
今
後
の
課
題
と
対
応
策
と
し
て
、
「
購
入
の
ほ
か
、

オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
等
の
実
施
、
国
内
外
の
他
機
関
・
施
設
が
所
蔵
す
る
重
要
な
歴

史
的
文
書
の
デ
ジ
タ
ル
複
製
に
よ
る
積
極
的
収
集
の
展
開
」
を
要
し
、
収
集
手
段
及
び

範
囲
の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
40

。
こ
う
し
た
議
論
が
骨
子
と
な
り
、
二
〇

一
六
年
三
月
三
一
日
付
け
で
基
本
構
想
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
。 

 

調
査
検
討
会
議
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
既
述
の
と
お
り
館
で
は
積
極
収
集
に
関
す
る

検
討
会
議
を
開
催
し
た
。
同
会
議
は
、
今
後
館
が
目
指
す
べ
き
積
極
収
集
事
業
に
つ
い

て
議
論
し
、「
今
後
の
検
討
に
向
け
た
論
点
の
整
理
」
を
示
し
た
。
そ
こ
で
は
、
積
極
収

集
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
考
え
方
と
し
て
、（
一
）
歴
史
公
文
書
を
補
完
・
補
強
で
き
る

確
か
な
記
録
を
幅
広
く
対
象
に
す
る
こ
と
、（
二
）
他
機
関
等
と
の
積
極
的
な
連
携
を
図

り
つ
つ
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
・
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
責
任
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
明
確
に
す
る
こ
と
、（
三
）
収
集
、
整
理
・
提
供
に
あ
た
っ
て
充
分
な
体
制
を
確
保

す
る
こ
と
、
の
三
つ
を
挙
げ
た
41

。 

 

こ
の
論
点
整
理
の
な
か
で
、「
歴
史
公
文
書
等
を
補
完
・
補
強
す
る
資
料
の
収
集
」
と

し
て
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
、
デ
ジ
タ
ル
化
、
購
入
と
と
も
に
指
摘
さ
れ
、
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
は
、単
に
聞
き
取
り
を
行
う
だ
け
で
な
く
、「
記
録
を
発
掘
し
、

原
所
蔵
者
と
の
信
頼
関
係
を
醸
成
し
つ
つ
、
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
収
集
す
る
た
め
の

手
段
」
と
し
て
も
位
置
付
け
、
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
真
正
性
や
信
頼
性
の
確
保
の
観

点
か
ら
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
記
録
の
保
存
と
公
開
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、

館
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
は
、「
自
ら
実
施
す
る
以
外
に
、
こ
れ
ま
で
研
究
者

等
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
成
果
と
そ
の
記
録
に
つ
い
て
も
積
極
的
な
収
集
の
対
象
と
し
て

受
入
れ
、
散
逸
を
防
ぐ
た
め
の
「
受
け
皿
」
と
な
る
べ
き
」
と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
う
し

た
方
向
性
が
示
さ
れ
た
な
か
で
、
館
は
今
後
具
体
的
な
事
業
展
開
方
法
に
つ
い
て
よ
り

検
討
す
る
こ
と
と
な
っ
た
42

。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
政
府
及
び
館
に
設
置
さ
れ
た
会
議
体
に
お
け
る
議
論
等
を
踏
ま
え

る
と
、
館
が
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
は
、
第
一
に
行
政

機
関
等
や
研
究
者
が
実
施
し
た
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
の
受
入
れ
先
と
し
て
考

え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
館
は
、
公
文
書
管
理
法
に
よ
っ
て
、
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
が
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
限
り
、
行
政
機
関
及
び
独
立

行
政
法
人
等
か
ら
は
移
管
に
よ
り
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等

を
除
く
。
）
又
は
個
人
か
ら
は
寄
贈
・
寄
託
に
よ
り
受
け
入
れ
る
こ
と
を
制
度
的
に
担
保

さ
れ
た
。
た
だ
し
、
寄
贈
・
寄
託
は
、
法
人
そ
の
他
団
体
又
は
個
人
の
自
由
意
思
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
館
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
の
寄
贈
・

寄
託
を
図
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
制
度
を
よ
り
積
極
的
に
広
報
し
、
社
会
的
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三
八

な
認
知
を
高
め
て
い
く
こ
と
と
も
必
要
と
な
る
43

。 

 
第
二
に
館
自
身
に
よ
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
実
施
と
い
う
観
点
か
ら
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
館
に
は
そ
の
経
験
や
ノ
ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
が
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
今
後
館
が
自
ら
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
に
乗
り
出
す
に
は
、
具

体
的
な
検
討
に
早
急
に
着
手
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
両
観
点
と
も
に
検
討
す
べ
き
事
項
は
あ
る
。
し
か
し
、
相
対
的
に
見
れ

ば
、
前
者
は
、
制
度
上
の
仕
組
み
が
整
い
、
既
に
実
施
し
て
い
る
の
に
比
べ
て
、
後
者

は
、
館
に
と
っ
て
全
く
新
し
い
取
組
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
、
館
自
身
に

よ
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
実
施
の
方
法
等
に
つ
い
て
、
更
な
る
検
討
を
行

う
こ
と
と
す
る
。
そ
こ
で
、
次
節
で
は
国
内
外
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
に
よ
る
オ
ー
ラ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
取
組
状
況
や
目
的
を
確
認
す
る
。 

 

第
二
節 

国
内
外
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
に
よ
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
取
組

状
況 

  

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
が
自
ら
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
と
は
、
ど
の

よ
う
な
目
的
で
行
わ
れ
る
の
か
。
本
節
で
は
、
国
内
外
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
が
自
ら

実
施
し
て
い
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
取
組
を
整
理
し
、
次
節
に
お
い
て
、

館
が
自
ら
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
目
的
を
考
察
す
る
手
が
か
り
と

す
る
。
表
１
は
、
海
外
の
国
立
公
文
書
館
の
な
か
で
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業

に
取
組
ん
で
い
る
機
関
の
事
例
で
あ
る
。 

 

ア
メ
リ
カ
国
立
公
文
書
記
録
管
理
院
（N

ational 
A

rchives 
and 

R
ecords 

A
dm

inistration

、
以
下
「
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
」
と
い
う
。
）
で
は
、
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
自
体
の
歴
史
や

出
来
事
を
記
録
す
る
た
め
に
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
が
行
わ
れ
、
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
の

運
営
に
関
わ
っ
た
高
官
だ
け
で
な
く
、
テ
ー
マ
に
応
じ
て
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
職
員
に
イ
ン
タ

 

  表１ 海外の国立公文書館におけるオーラル・ヒストリー事業 

名称 
アメリカ国立公文書記録 

管理院（NARA） 

シンガポール国立公文書館 

（NAS） 

インドネシア国立公文書館 

（ANRI） 

取組 

・NARA の運営に関わった高

官等に対しインタビュー

を実施 

・日本占領期の政府高官等に

対しインタビューを実施 

・公務員、文化人に対しイン

タビューを実施 

・日本占領期の政策決定者や

軍の幹部等に対しインタ

ビューを実施 

・インドネシア独立戦争や地

方反乱等の関係者に対しイ

ンタビューを実施 

目的 

・NARA 自体の歴史や出来事

を記録するため 

・公文書の不足を補うため 

・記録に残りにくい記憶の伝

承のため 

・公文書の不足を補うため 

 

（注）本表は以下の資料に依拠し作成した。公文書管理委員会（第 52 回）配布資料、内閣府「平成 27 年度公文書管理

の在り方に関する調査」（2016 年 3 月 31 日）、中尾知代「戦争・植民地にかかわるビジュアルオーラルヒストリー

の方法－附:シンガポール・マレーシアのアーカイブ紹介」（21 世紀 COE プログラム「史資料ハブ地域文化研究拠点」

総括班編『史資料ハブ地域文化研究』2 号、2003 年）、倉沢愛子「東南アジアにおけるオーラル・ヒストリーの試

み」（国文学研究資料館史料館編『アーカイブズの科学 上』、2003 年）等。 

 

 



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
50
号 

国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
実
施
に
向
け
た
一
考
察 

三
九

ビ
ュ
ー
を
実
施
し
て
い
る
44

。
作
業
手
順
と
し
て
、
方
針
の
決
定
、
テ
ー
マ
に
沿
っ
た

人
物
の
リ
ス
ト
化
、
対
象
者
の
決
定
の
三
段
階
を
経
て
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が

行
わ
れ
て
い
る
。
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
で
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
取
組
に
つ
い
て
は
、
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
用
い
、
職
業
教
育
（
Ｏ
Ｊ
Ｔ
）
の
一
環
と

し
て
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
公
文
書
館
（N

ational A
rchives of S

ingapore

、
以
下
「
Ｎ
Ａ

Ｓ
」
と
い
う
。）
は
、
一
九
六
八
年
にN

ational A
rchives

と
し
て
設
立
さ
れ
、
一
九
九

三
年
に
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
セ
ン
タ
ー
（T

he O
ral H

istory C
entre

）
を
加
え

た
。
Ｎ
Ａ
Ｓ
は
、
当
初
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
歴
史
と
遺
産
に
貢
献
し
た
人
々
の
記
憶
を

記
録
と
し
て
残
し
、
伝
承
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
図
で
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
実

施
し
た
45

。
ま
た
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
日
本
占
領
期
の
公
文
書
等
が
ほ
と
ん
ど
存
在

し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
を
代
替
す
る
意
味
で
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業

を
行
っ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
政
府
高
官
や
文
化
人
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
も
実
施

し
て
お
り
46

、
同
館
に
は
専
用
の
ス
タ
ジ
オ
も
設
置
さ
れ
て
い
る
47

。
ま
た
、
Ｎ
Ａ
Ｓ

は
、
二
〇
一
四
年
三
月
か
ら
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
関
す
る
音
声
記
録
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
公
開
し
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
聞
く
こ
と
が
で
き
る
音
声
は
、
永

続
的
な
保
存
の
た
め
に
Ｍ
Ｐ
３
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
て
い
る
。
公
開
さ

れ
て
い
る
音
声
記
録
に
は
、
標
題
（title

）
、
出
所
（Source

）
、
リ
ー
ル
数
（Total R

eels
）
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
（Interview

er

）
、
再
生
時
間
（Total 

R
unning 

T
im

e

）
、
言
語

（L
anguage

）
の
情
報
が
付
与
さ
れ
て
い
る
48

。 

 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
立
公
文
書
館
（A

rsip N
asional R

epublik Indonesia

、
以
下
「
Ａ

Ｎ
Ｒ
Ｉ
」
と
い
う
。
）
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
時
代
に
、
オ
ラ
ン
ダ
植
民
地
政
庁
の

総
督
命
令
に
よ
り
、
散
逸
し
た
資
料
が
収
集
さ
れ
た
た
め
、
現
在
も
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン

ド
会
社
時
代
の
も
の
を
含
め
多
く
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
日
本
占
領
時
代
の

資
料
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
敗
戦
後
、
旧
日
本
軍
が
連
合
国
軍
の
進

駐
前
に
重
要
書
類
を
焼
却
し
た
た
め
で
あ
る
。
Ａ
Ｎ
Ｒ
Ｉ
で
は
、
一
九
七
二
年
に
オ
ー

ラ
ル
・
リ
サ
ー
チ
部
門
を
設
置
し
て
、
こ
う
し
た
公
文
書
の
不
足
を
補
う
た
め
に
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
を
開
始
し
、
当
時
の
重
要
政
策
に
携
わ
っ
た
政
府
や
軍
の
中

枢
部
に
い
た
人
物
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
他
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
独
立
戦
争
や
地

方
反
乱
等
を
テ
ー
マ
と
し
た
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
も
行
っ
た
49

。 

 

次
に
、
国
内
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
取

組
を
み
て
い
く
。
国
内
の
実
施
状
況
の
統
計
に
つ
い
て
は
、
石
田
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
50

、
こ
こ
で
は
国
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
と
地
方
公
共
団
体
が
設

置
し
て
い
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
を
そ
れ
ぞ
れ
二
施
設
ず
つ
調
査
対
象
と
し
て
取
り
挙

げ
る
（
表
２
）。 

 

ま
ず
、
外
務
省
大
臣
官
房
総
務
課
に
設
置
さ
れ
て
い
る
外
交
史
料
館
（
以
下
「
外
交

史
料
館
」
と
い
う
。）
は
、
公
文
書
管
理
法
の
施
行
に
伴
い
国
立
公
文
書
館
等
と
し
て
指

定
さ
れ
た
。
外
交
史
料
館
は
、
特
定
の
外
交
案
件
や
対
外
的
事
件
の
処
理
等
に
つ
い
て

経
緯
お
よ
び
結
果
を
と
り
ま
と
め
将
来
へ
の
参
考
事
例
と
し
て
省
内
に
提
供
す
る
た
め

に
、こ
れ
ら
の
処
理
等
に
関
わ
っ
た
関
係
者
を
中
心
と
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
う
「
外

交
史
談
録
」を
実
施
し
て
い
る
。
外
交
史
談
録
は
二
〇
〇
三
年
に
試
験
的
に
実
施
さ
れ
、

二
〇
〇
四
年
度
か
ら
体
制
を
整
備
し
た
上
で
本
格
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
51

。

な
お
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
に
よ
る
と
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
「
外
交
史
談
録
」

は
こ
れ
ま
で
に
二
二
件
確
認
で
き
、
保
存
期
間
が
三
〇
年
、
保
存
期
間
満
了
時
の
措
置

が
移
管
と
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
保
存
期
間
満
了
後
は
外
務
省
か
ら
国
立
公
文
書
館

等
で
あ
る
外
交
史
料
館
に
移
管
さ
れ
る
52

。 

 
つ
ぎ
に
、
歴
史
資
料
等
保
有
施
設
53

と
し
て
指
定
を
受
け
て
い
る
防
衛
省
防
衛
研
究

所
戦
史
研
究
セ
ン
タ
ー
（
史
料
室
）
（
以
下
「
防
衛
研
究
所
」
と
い
う
。
）
の
事
例
を
み

る
。
防
衛
研
究
所
で
は
、
史
料
の
補
完
・
代
替
に
よ
る
政
策
決
定
過
程
の
追
跡
（
文
書

史
料
の
補
完
・
代
替
、
海
外
史
料
に
対
す
る
日
本
側
か
ら
の
裏
づ
け
）
及
び
文
書
史
料



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
50
号 

国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
実
施
に
向
け
た
一
考
察 

四
〇

に
表
れ
な
い
政
策
上
の
背
景
の
解
明
（
政
策
担
当
者
の
認
識
の
解
明
、
組
織
文
化
の
解

明
、
失
わ
れ
た
可
能
性
の
発
見
）
を
目
的
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
「
オ
ー
ラ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
実
施
し
、
中
村
龍
平
（
元
統
合
幕
僚
会
議
議
長
）、

山
田
隆
二
（
元
陸
上
自
衛
隊
南
西
航
空
混
成
団
司
令
）、
桑
江
良
逢
（
元
陸
上
自
衛
隊
第

一
混
成
団
長
）
等
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
い
、
そ
の
成
果
物
を
防
衛
研
究
所
の
刊
行

物
と
し
て
公
表
し
て
い
る
54

。
な
お
、
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
に
よ
る
と
、
行
政

文
書
フ
ァ
イ
ル
は
、
こ
れ
ま
で
に
五
九
件
確
認
で
き
、
保
存
期
間
が
三
〇
年
、
保
存
期

間
満
了
時
の
措
置
が
移
管
と
設
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
保
存
期
間
満
了
後
は
防
衛
省
か

ら
国
立
公
文
書
館
等
で
あ
る
館
に
移
管
さ
れ
る
55

。 

 

地
方
公
共
団
体
が
設
置
し
て
い
る
公
文
書
館
等
の
事
例
と
し
て
、
東
京
都
公
文
書
館

で
は
、
二
〇
〇
七
年
度
か
ら
「
現
代
文
書
調
査
・
収
集
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
実
施
し
、

戦
後
の
都
の
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
同
館
所
蔵
文
書
の
中
で
も
特
に
少
な
い
「
昭
和
二

〇
～
四
〇
年
代
の
東
京
都
公
文
書
」
の
所
在
調
査
及
び
収
集
活
動
を
行
い
、
同
期
間
中

の
公
文
書
の
補
完
事
業
の
一
環
と
し
て
、
都
Ｏ
Ｂ
・
Ｏ
Ｇ
職
員
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

実
施
し
た
56

。 

 

最
後
に
、
地
方
公
共
団
体
が
設
置
し
て
い
る
公
文
書
館
等
の
う
ち
市
町
村
レ
ベ
ル
の

事
例
と
し
て
、
茨
城
県
の
常
陸
大
宮
市
文
書
館
で
は
57

、
常
陸
大
宮
市
で
の
ア
ジ
ア
太

平
洋
戦
争
体
験
者
（
一
二
名
の
従
軍
体
験
と
三
名
の
銃
後
生
活
）
に
対
す
る
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
実
施
し
、
二
〇
一
六
年
一
月
に
『
常
陸
大
宮 

戦
争
の
記
憶
Ⅰ
』
と
し
て
刊

行
し
た
。
同
館
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
は
、
戦
争
経
験
者
の
「
さ
ま
ざ
ま
な

記
憶
が
、
年
月
と
と
も
に
失
わ
れ
よ
う
」
と
し
て
い
る
な
か
で
、
こ
う
し
た
経
験
を
後

世
に
受
け
継
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
さ
れ
た
「
記
憶
の
記
録
化
」
の
事
業
で
あ
る
58

。 

 

以
上
の
事
例
を
踏
ま
え
る
と
、
国
内
外
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
に
お
け
る
オ
ー
ラ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
目
的
は
、
お
お
よ
そ
二
つ
に
分
類
で
き
る
。
第
一
に
、
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
が
所
蔵
す
る
資
料
の
不
足
を
補
う

  表２ 国内のアーカイブズ機関におけるオーラル・ヒストリー事業 

名称 
外務省大臣官房総務

課外交史料館 

防衛省防衛研究所戦

史研究センター 

（史料室） 

東京都公文書館 常陸大宮市文書館 

取組 

･特定の外交案件や

対外的事件の処理

等に関わった関係

者に対しインタ

ビューを実施 

･防衛省、自衛隊関係

者に対しインタ

ビューを実施 

 

･都ＯＢ・ＯＧ職員に対

しインタビューを

実施 

･アジア太平洋戦争

体験者に対しイン

タビューを実施 

目的 

･将来への参考事例

として省内に提供 

･文書史料の補完・代

替による政策決定

過程の追跡 

･文書史料に表れな

い政策上の背景の

解明 

･昭和20年から40年

代にかけての都の

公文書の補完 

･さまざまな戦争体

験の記憶の記録化 

 

（注）本表は以下の資料に依拠し作成した。外務省外交史料館：外務省「外交交渉の経緯などを歴史的視点に立ちなが

ら文書化する仕組み」（2003 年 8月）、「平成 15 年度外務省政策評価書 外務省改革への取組」、防衛省防衛研究所：

平山実、千々和泰明「戦後日本の防衛政策に関するオーラル・ヒストリーの活用法の一考察」（『戦史研究年報』第

14 号、2011 年）、東京都公文書館：「平成 28 年度東京都公文書館年報」、前出石田「日本アーカイブズにおけるオー

ラル・ヒストリーの現況に関する一考察」、常陸大宮市文書館：『常陸大宮 戦争の記憶』（常陸大宮市教育委員会、

2016 年）等。 
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実
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四
一

た
め
に
実
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
補
う
テ
ー
マ
を
絞
っ
て

実
施
す
る
こ
と
か
ら
「
テ
ー
マ
・
オ
ー
ラ
ル
」
と
言
わ
れ
る
形
態
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
と
い
え
る
59

。
テ
ー
マ
・
オ
ー
ラ
ル
の
利
点
は
、
予
め
テ
ー
マ
を
絞
っ
て
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
回
数
を
少
な
く
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

に
あ
る
。
例
え
ば
、
我
が
国
の
石
炭
政
策
に
つ
い
て
、
御
厨
、
佐
脇
紀
代
志
両
氏
が
通

商
産
業
省
や
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
の
元
職
員
に
対
し
て
実
施
し
た
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト

リ
ー
で
は
、
一
人
当
た
り
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
回
数
は
一
～
二
回
ほ
ど
で
あ
っ
た
60

。
そ

の
た
め
、
限
ら
れ
た
時
間
内
で
複
数
の
関
係
者
に
話
を
聞
く
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
意

思
決
定
過
程
に
お
け
る
事
実
確
認
の
ク
ロ
ス
チ
ェ
ッ
ク
と
情
報
の
複
層
化
が
可
能
と
な

る
。
第
二
に
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
自
身
又
は
親

組
織
の
業
務
上
の
参
考
と
す
る
た
め
に
実
施
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場

合
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
、「
組
織
オ
ー
ラ
ル
」
と
言
わ
れ
る
、
テ
ー
マ
・
オ
ー

ラ
ル
か
ら
発
展
し
た
形
態
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
組
織
に
つ
い
て
網
羅
的
に

話
を
聞
い
て
い
く
こ
と
で
、
組
織
の
全
体
像
、
組
織
の
記
憶
を
残
し
体
系
的
に
把
握
す

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
61

。 

 

第
三
節 

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
目
的 

  

で
は
、
館
が
自
ら
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
目
的
と
し
て
、
ど
の

よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
。
前
述
の
調
査
検
討
会
議
の
第
四
回
会
議
（
二
〇
一
四

年
七
月
三
〇
日
）
に
お
い
て
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
目
的
と
し
て
、
記
録
が
残

さ
れ
て
い
な
い
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
（
齊
藤
委
員
）
や
記
録
と
し
て
残
り
に
く
い
経
緯

や
背
景
の
情
報
（
神
門
委
員
）
の
記
録
化
が
指
摘
さ
れ
た
62

。
一
方
で
、
館
側
の
考
え

と
し
て
、
調
査
検
討
会
議
の
第
一
七
回
（
二
〇
一
六
年
一
一
月
三
〇
日
）
に
お
い
て
、

加
藤
丈
夫
国
立
公
文
書
館
館
長
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
含
む
記
録
の
収
集
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。 

 

 

現
在
、
公
文
書
管
理
法
で
我
々
が
対
象
と
し
て
い
ま
す
の
は
、
資
料
の
寄
贈
・

寄
託
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
既
に
廃
止
さ
れ
た
国
の
機
関
や
、
有
力
な

政
治
家
、
官
僚
た
ち
の
個
人
的
な
記
録
を
国
立
公
文
書
館
で
受
け
入
れ
て
、
こ
れ

は
国
の
公
式
文
書
と
し
て
の
公
文
書
を
補
完
、
補
強
す
る
と
い
う
役
割
で
保
存
し

て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
従
来
の
寄
贈
・
寄
託
の
ペ
ー
ス
で
は
し
っ

か
り
し
た
資
料
が
集
ま
ら
な
い
と
。
も
う
少
し
積
極
的
に
資
料
の
収
集
に
乗
り
出

そ
う
と
い
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
（
中
略
）

音
声
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
す
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
つ

い
て
積
極
的
に
収
集
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
63

。 

  

加
藤
館
長
の
発
言
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
既
存
の
寄
贈
・
寄
託
で
あ
れ
、
オ
ー
ラ

ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
あ
れ
、
そ
の
目
的
が
、「
国
の
公
式
文
書
と
し
て
の
公
文
書
を
補
完
、

補
強
す
る
」
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
64

。 

 

積
極
収
集
に
関
す
る
検
討
会
議
で
も
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

を
含
む
記
録
の
積
極
収
集
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
考
え
方
の
中
で
、「
歴
史
公
文
書
を
補

完
・
補
強
で
き
る
確
か
な
記
録
を
幅
広
く
対
象
に
す
る
こ
と
」
と
示
し
て
い
る
65

。 

 

し
た
が
っ
て
、
館
が
自
ら
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
目
的
は
、
館

の
所
蔵
す
る
資
料
（
特
定
歴
史
公
文
書
等
）
に
記
録
と
し
て
残
っ
て
い
な
い
、
又
は
十

分
に
記
録
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
補
完
・
補
強
す
る
た
め
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
形
態
と
し
て
は
、
テ
ー
マ
・
オ
ー
ラ
ル
に
よ
っ
て
実
施
す
る
方
法
で
あ
る
。

な
お
、
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
の
事
例
の
よ
う
な
館
自
体
の
歴
史
や
出
来
事
を
記
録
す
る
組
織
オ
ー

ラ
ル
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
時
点
で
政
府
及
び
館
に
設
置
し
た
会
議
体
で
の
議
論
で
は
、

同
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
組
織
オ
ー
ラ
ル
が
不
必
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四
二

要
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
相
対
的
に
言
え
ば
、
館
が
自
ら
実
施

す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等

の
補
完
・
補
強
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

第
三
章 

館
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
業
務
フ

ロ
ー
と
記
録 

  

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
に
よ
る
と
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト

リ
ー
は
、
主
と
し
て
、
企
画
、
準
備
、
実
施
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
後
の
措
置
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
66

。
ま
た
、
前
述
の
ヤ
ウ
等
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
が
法
的
・

倫
理
的
に
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
評
価
の
過
程
も
重
要
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
67

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
過
程
に
お
い
て
様
々
な
記
録
が
発
生
し
、
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
館
の
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
を
具
体
化
さ
せ
る
た
め
、
企
画
、
準
備
、
実
施
、
保
存
・
利

用
、
評
価
と
い
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
で
想
定
さ
れ
る
業
務
と
、
そ
の
下
で
発
生
す
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
記
録
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、
館
が
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

事
業
を
研
究
者
等
に
委
託
を
し
て
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
館
が
自

ら
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
を
行
う
場
合
を
取
り
挙
げ
る
。 

 

第
一
節 

企
画 

  

企
画
の
業
務
は
、
実
施
方
針
・
実
施
計
画
の
策
定
に
係
る
企
画
立
案
及
び
決
定
と
、
評

価
基
準
書
・
倫
理
基
準
書
・
メ
タ
デ
ー
タ
基
準
書
の
企
画
立
案
及
び
決
定
に
分
け
ら
れ
る
。 

 

前
者
で
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
実
施
に
係
る
方
針
及
び
計
画
の
策
定

を
行
う
。
ま
ず
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
担
当
者
（
以
下
「
担
当
者
」
と
い

う
。
）
に
お
い
て
、
実
施
方
針
・
実
施
計
画
の
立
案
の
た
め
に
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の

補
完
・
補
強
が
必
要
と
さ
れ
る
テ
ー
マ
の
選
定
、
研
究
者
や
他
機
関
に
よ
る
当
該
テ
ー

マ
に
関
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
有
無
、
事
業
の
実
施
期
間
等
に
つ
い
て

調
査
・
検
討
を
行
う
。
そ
の
際
、
例
え
ば
、
テ
ー
マ
の
選
定
に
第
三
者
の
視
点
を
加
え

る
た
め
、
有
識
者
に
助
言
を
得
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の

段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録
は
、
担
当
者
の
案
の
基
礎
と
な
る
調
査
・
検
討
資
料
、
有
識

者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
記
録
で
あ
る
。 

 

担
当
者
の
案
が
作
成
さ
れ
れ
ば
、
同
案
を
審
議
す
る
た
め
に
会
議
を
開
催
す
る
。
そ

の
際
、
事
前
に
ど
の
よ
う
な
会
議
を
設
け
る
の
か
、
あ
ら
か
じ
め
検
討
し
、
会
議
開
催

の
た
め
に
必
要
な
手
続
を
用
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
有
識
者
の
出

席
が
必
要
と
な
る
場
合
は
、
会
議
へ
の
参
加
依
頼
書
も
必
要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録
は
、
会
議
運
営
資
料
、
開
催
経
緯
、
議
事
の
記
録
、
配

付
資
料
、
会
議
へ
の
参
加
依
頼
書
で
あ
る
。 

 

会
議
で
の
審
議
結
果
を
担
当
者
の
案
に
反
映
さ
せ
た
後
、
館
と
し
て
意
思
決
定
す
る

た
め
決
裁
を
行
い
、
実
施
方
針
・
実
施
計
画
を
確
定
す
る
こ
と
か
ら
、
想
定
さ
れ
る
記

録
は
、
実
施
方
針
、
実
施
計
画
及
び
そ
の
決
裁
文
書
で
あ
る
。 

 

後
者
で
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
実
施
後
に
、
同
事
業
の
評
価
を
行
う
た

め
評
価
基
準
書
、
倫
理
基
準
書
及
び
メ
タ
デ
ー
タ
の
記
述
方
法
を
示
し
た
メ
タ
デ
ー
タ

基
準
書
の
策
定
を
行
う
。
ま
ず
、
担
当
者
に
お
い
て
、
館
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

事
業
が
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
反
し
て
い
な
い
か
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
不
均
衡
な
力
関

係
で
実
施
さ
れ
な
い
か
、
記
録
の
真
正
性
、
信
頼
性
を
確
保
で
き
て
い
る
か
68

等
、
基

準
書
に
盛
り
込
む
べ
き
内
容
の
調
査
・
検
討
を
行
う
。
ま
た
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

を
実
施
す
る
際
に
音
声
又
は
動
画
で
記
録
す
る
た
め
、
メ
タ
デ
ー
タ
の
付
与
方
法
や
音

声
・
動
画
の
保
存
媒
体
等
を
定
め
た
メ
タ
デ
ー
タ
基
準
書
を
作
成
す
る
。
そ
の
際
、
必
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四
三

要
に
応
じ
て
有
識
者
に
助
言
を
求
め
、
実
施
者
で
あ
る
館
に
有
利
な
基
準
と
な
ら
な
い

よ
う
、
第
三
者
的
な
視
点
を
有
し
た
基
準
を
組
み
込
む
よ
う
調
査
・
検
討
を
行
う
必
要

が
あ
る
。
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録
は
、
調
査
・
検
討
資
料
、
有
識
者
へ
の
ヒ
ア

リ
ン
グ
の
記
録
と
な
る
。 

 

担
当
者
の
案
が
作
成
さ
れ
れ
ば
、
同
案
を
審
議
す
る
た
め
に
会
議
を
開
催
す
る
。
会

議
開
催
に
当
た
っ
て
は
、
事
前
に
ど
の
よ
う
な
会
議
を
設
け
る
の
か
、
あ
ら
か
じ
め
検

討
し
、
会
議
開
催
の
た
め
に
必
要
な
手
続
を
用
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
が
公
平
性
か
つ
客
観
性
を
担
保
で
き
る
よ
う
に
第
三
者
の
視
点

か
ら
も
審
議
す
る
た
め
、
こ
の
会
議
に
有
識
者
を
招
聘
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
想
定
さ
れ
る
記
録
は
、
会
議
運
営
資
料
、
開
催
経
緯
、
議
事
の
記
録
、
配
付
資
料

と
と
も
に
、
有
識
者
へ
の
参
加
依
頼
書
と
な
る
。 

 

会
議
で
の
審
議
結
果
を
担
当
者
の
案
に
反
映
さ
せ
た
後
、
館
と
し
て
意
思
決
定
す
る

た
め
決
裁
を
行
い
、
評
価
基
準
書
、
倫
理
基
準
書
及
び
メ
タ
デ
ー
タ
基
準
書
を
確
定
さ

せ
る
。
そ
の
た
め
、
想
定
さ
れ
る
記
録
と
し
て
は
、
評
価
基
準
書
、
倫
理
基
準
書
及
び

メ
タ
デ
ー
タ
基
準
書
及
び
そ
の
決
裁
文
書
で
あ
る
。 

 

第
二
節 

準
備 

  

準
備
の
業
務
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
イ
ー
で
あ
る
対
象
者
（
以
下
「
対
象
者
」
と
い
う
。）

と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
で
あ
る
協
力
者
（
以
下
「
協
力
者
」
と
い
う
。
）
の
選
定
及
び
決
定

並
び
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
必
要
な
質
問
票
、
対
象
者
の
年
譜
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
実
施

方
法
書
等
の
作
成
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
一
に
、
対
象
者
と
協
力
者
の
選
定
及
び
決
定
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
担
当
者
に
お
い

て
、
対
象
者
及
び
協
力
者
の
候
補
に
つ
い
て
調
査
・
検
討
が
行
わ
れ
る
が
、
適
切
な
対

象
者
や
協
力
者
を
探
す
た
め
に
、
必
要
に
応
じ
て
有
識
者
に
助
言
を
求
め
る
。
な
お
、

協
力
者
に
つ
い
て
は
、
企
画
段
階
で
招
聘
し
た
有
識
者
も
、
そ
の
候
補
の
対
象
と
な
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
候
補
者

案
の
基
礎
と
な
る
調
査
・
検
討
資
料
及
び
有
識
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
記
録
で
あ
る
。 

 

次
い
で
、
担
当
者
の
案
が
作
成
さ
れ
れ
ば
、
同
案
を
審
議
す
る
た
め
に
会
議
を
開
催

す
る
。
会
議
開
催
に
当
た
っ
て
は
、
既
述
の
会
議
と
同
様
に
、
会
議
開
催
の
た
め
に
必

要
な
手
続
を
用
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
で
想
定

さ
れ
る
記
録
は
、
会
議
運
営
資
料
、
開
催
経
緯
、
議
事
の
記
録
、
配
付
資
料
で
あ
る
。 

 

館
と
し
て
の
候
補
者
案
が
了
承
さ
れ
れ
ば
、
館
と
候
補
者
の
間
で
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ

ス
ト
リ
ー
事
業
へ
の
参
加
に
向
け
た
交
渉
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
交
渉
で
は
、
事

業
の
目
的
や
計
画
、
実
施
後
の
記
録
の
扱
い
、
将
来
の
利
用
へ
の
提
供
に
つ
い
て
候
補

者
に
十
分
に
説
明
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
実
施
後
に
は
改
め
て
記
録
の
保

存
及
び
利
用
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
等
を
含
め
、
候
補
者
か
ら
説
明
に
基
づ
く

同
意
（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
）
を
得
る
必
要
が
あ
る
69

。
こ
の
交
渉
の
席
で

候
補
者
に
説
明
す
る
た
め
に
配
布
す
る
資
料
が
、
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録
で
あ
る
。 

 

交
渉
に
よ
り
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
へ
の
参
加
に
つ
い
て
、
候
補
者
か
ら

内
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
後
は
、
館
と
し
て
正
式
に
依
頼
す
る
た
め
の
決
裁
を
行
い
、

決
裁
後
は
、
館
と
候
補
者
の
間
で
、
依
頼
書
と
同
意
書
を
交
わ
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
想
定
さ
れ
る
記
録
は
、
依
頼
書
及
び
そ
の
決
裁
文
書
並
び
に
同
意
書
で
あ
る
。 

 

第
二
に
、
対
象
者
が
決
ま
れ
ば
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
う
た
め
に
必
要
な
質
問
票
、

対
象
者
の
年
譜
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
実
施
方
法
書
等
を
作
成
す
る
。
ま
ず
は
、
担
当
者

に
お
い
て
、
著
作
物
、
館
が
所
蔵
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
、
他
館
の
所
蔵
す
る
関
係

資
料
に
対
象
者
に
関
連
す
る
文
書
が
な
い
か
等
の
調
査
を
行
い
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
内
容

を
検
討
す
る
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
際
、
ど
の
よ
う
な
記
録
機
材
を
使
用
す
る
か
、

如
何
な
る
役
割
分
担
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
す
る
か
と
い
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
実

施
方
法
に
つ
い
て
も
調
査
・
検
討
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
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録
は
、
質
問
票
、
対
象
者
の
年
譜
、
実
施
方
法
書
等
に
つ
い
て
担
当
者
の
案
の
基
礎
と

な
る
調
査
・
検
討
資
料
で
あ
る
。 

 

次
い
で
、
質
問
票
及
び
実
施
方
法
書
に
係
る
担
当
者
の
案
を
審
議
す
る
た
め
、
会
議

を
開
催
す
る
。特
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
べ
き
こ
と
が
質
問
票
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
か
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
の
担
当
者
と
協
力
者
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
分
担
す
る
の
か
、
如
何

な
る
機
材
を
使
用
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
記
録
す
る
の
か
等
の
細
部
を
検
討
す
る
た

め
70

、
協
力
者
を
審
議
に
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
会
議
開
催
に
当
た
っ
て
は
、
事
前
に

ど
の
よ
う
な
会
議
を
設
け
る
の
か
、
あ
ら
か
じ
め
検
討
し
、
会
議
開
催
の
た
め
に
必
要

な
手
続
を
用
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ

る
記
録
は
、
会
議
運
営
資
料
、
開
催
経
緯
、
議
事
の
記
録
、
配
付
資
料
と
と
も
に
、
有

識
者
へ
の
参
加
依
頼
書
で
あ
る
。 

 

会
議
で
の
審
議
結
果
を
担
当
者
の
案
に
反
映
さ
せ
た
後
、
館
と
し
て
意
思
決
定
す
る

た
め
決
裁
を
行
い
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
必
要
な
質
問
票
、
対
象
者
の
年
譜
、
実
施
方
法
書

等
を
確
定
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
と
と
も
に
そ
の
決
裁
文
書
が
こ
の
段
階
で
想
定
さ

れ
る
記
録
に
な
る
。 

 

第
三
節 

実
施 

  

実
施
の
業
務
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
実
施
及
び
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
の
作
成
に
分
け

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
一
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
実
施
で
あ
る
。
そ
の
準
備
と
し
て
、
担
当
者
は
、
対
象

者
や
協
力
者
と
日
程
調
整
を
行
い
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
日
時
を
確
定
さ
せ
る
。
ま
た
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
対
象
者
が
可
能
な
限
り
本
音
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

な
環
境
作
り
を
心
が
け
る
。
海
外
の
事
例
で
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
専
用
ス

タ
ジ
オ
を
設
置
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
71

、
対
象
者
が
最
も
快
適
に
話
す
こ
と
が
で

き
る
場
所
を
選
定
す
る
。
実
施
の
日
時
及
び
場
所
が
決
定
し
た
ら
、
担
当
者
は
対
象
者

及
び
協
力
者
に
実
施
通
知
を
発
出
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録

は
、
実
施
通
知
書
で
あ
る
。 

 

次
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
実
施
方
法
書
に
従
っ
て
実
施
す
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
長

時
間
に
な
る
場
合
、
途
中
休
息
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
当
初
の
目
的
か
ら
逸
れ
た
内
容

と
な
っ
て
い
な
い
か
等
を
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
て
軌
道
修
正
し
な
が
ら
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
実
施
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録
は
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
の
音
声
・
動
画
記
録
、
質
問
票
等
の
配
付
資
料
で
あ
る
。 

 

第
二
に
、
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
の
作
成
で
あ
る
。
ま
ず
、
担
当
者
が
音
声
・
動
画
記

録
か
ら
速
記
録
案
を
作
成
す
る
。
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録
は
、
速
記
録
案
で
あ

る
。
速
記
録
案
が
完
成
す
る
と
、
担
当
者
は
対
象
者
及
び
協
力
者
に
対
し
、
発
言
内
容

の
確
認
を
依
頼
す
る
。
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録
は
、
速
記
録
案
の
確
認
依
頼
書

及
び
校
正
原
稿
で
あ
る
。 

 

そ
の
後
、
担
当
者
は
校
正
原
稿
を
も
と
に
速
記
録
を
整
え
、
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
を

作
成
す
る
。
そ
の
際
、
目
次
や
対
象
者
の
年
譜
等
を
整
え
、
利
用
者
の
利
便
性
を
図
り

編
集
を
行
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録
は
、
速
記
録
案
、
確
認

依
頼
書
、
校
正
原
稿
、
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
と
な
る
。 

 

第
四
節 

保
存
・
利
用 

  

保
存
・
利
用
の
業
務
は
、
記
録
化
、
法
人
文
書
と
し
て
の
管
理
、
特
定
歴
史
公
文
書

等
と
し
て
の
保
存
・
利
用
（
保
存
期
間
が
満
了
し
た
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
も
の

の
み
）
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
一
に
、
記
録
化
の
業
務
で
あ
る
。
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
は
、
音
声
・
画

像
デ
ー
タ
を
含
む
様
々
な
か
た
ち
の
記
録
が
発
生
す
る
。
そ
の
保
存
及
び
利
用
を
適
切
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五

に
行
う
た
め
、
例
え
ば
、
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
の
掲
載
内
容
、
著
作
権
の
処
理
内
容
、

対
象
者
が
一
定
期
間
公
開
を
望
ま
な
い
情
報
及
び
そ
の
期
間
等
に
つ
い
て
、
館
と
対
象

者
・
協
力
者
の
間
で
、
必
要
な
契
約
事
項
に
同
意
し
承
諾
を
得
る
た
め
の
承
諾
書
が
必

要
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト

リ
ー
記
録
の
保
存
及
び
利
用
に
係
る
法
的
処
理
等
を
記
載
し
た
承
諾
書
で
あ
る
。 

 

次
い
で
、
法
人
文
書
と
し
て
の
管
理
で
あ
る
。
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
は
、

公
文
書
管
理
法
及
び
関
係
法
令
等
に
基
づ
き
、
法
人
文
書
と
し
て
保
存
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
二
〇
〇

一
年
一
二
月
五
日
法
律
第
一
四
〇
号
、
以
下
「
独
立
行
政
法
人
情
報
公
開
法
」
と
い
う
。）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
法
人
文
書
の
開
示
請
求
が
あ
れ
ば
、
同
法
に
基
づ
き

開
示
・
不
開
示
の
決
定
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録
と
し
て

は
、
開
示
請
求
書
、
開
示
決
定
書
及
び
そ
の
決
裁
文
書
が
あ
る
。 

 

最
後
に
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
の
保
存
・
利
用
（
保
存
期
間
が
満
了
し
た
歴

史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
も
の
の
み
）
の
業
務
で
あ
る
。
評
価
選
別
に
よ
り
保
存
期
間

満
了
時
の
措
置
が
移
管
と
さ
れ
る
法
人
文
書
は
、
保
存
期
間
が
満
了
す
る
と
、
公
文
書

管
理
法
第
一
一
条
第
四
項
に
基
づ
き
、
独
立
行
政
法
人
と
し
て
の
館
か
ら
国
立
公
文
書

館
等
と
し
て
の
館
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
担
当
者
は
、
移
管
通
知
や

送
付
目
録
、
そ
れ
に
添
付
す
る
利
用
の
制
限
に
関
す
る
意
見
書
を
作
成
す
る
こ
と
に
な

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
手
続
書
類
及
び
そ
の
決
裁
文
書
が
、
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ

る
記
録
で
あ
る
。 

 

受
け
入
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
は
、「
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
利
用
等
規
則
」

（
二
〇
一
一
年
四
月
一
日
規
程
第
四
号
）
第
三
条
第
二
項
で
定
め
ら
れ
た
措
置
を
施
し

た
上
で
、
原
則
と
し
て
受
入
れ
か
ら
一
年
以
内
の
排
架
を
行
う
72

。
ま
た
、
目
録
が
公

開
さ
れ
、
利
用
が
可
能
と
な
り
、
公
文
書
管
理
法
第
一
六
条
第
一
項
に
基
づ
く
利
用
請

求
が
な
さ
れ
れ
ば
、
同
法
に
基
づ
き
利
用
の
可
否
が
決
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録
と
し
て
は
、
受
領
文
書
目
録
、
利
用
制
限
区
分
の
設
定
を

行
う
た
め
の
調
査
検
討
資
料
及
び
利
用
制
限
区
分
案
、
所
蔵
資
料
目
録
、
利
用
請
求
書

並
び
に
利
用
決
定
書
及
び
そ
の
決
裁
文
書
が
あ
る
。 

 

第
五
節 

評
価 

  

評
価
の
業
務
で
は
、
館
が
自
ら
実
施
し
た
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
が
、
国
立

の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
と
し
て
適
切
な
事
業
で
あ
る
か
を
評
価
す
る
。 

 

ま
ず
、
担
当
者
に
お
い
て
、
事
業
の
実
績
を
と
り
ま
と
め
、
評
価
基
準
書
、
倫
理
基

準
書
、
メ
タ
デ
ー
タ
基
準
書
に
基
づ
き
評
価
書
案
を
作
成
し
、
そ
の
後
、
館
と
し
て
の

意
思
決
定
を
行
い
、
自
己
評
価
書
を
確
定
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
段
階
で
想
定

さ
れ
る
記
録
は
、
事
業
の
実
績
の
記
録
、
自
己
評
価
書
案
、
自
己
評
価
書
及
び
そ
の
決

裁
文
書
で
あ
る
。 

 

自
己
評
価
書
に
つ
い
て
、
第
三
者
の
視
点
か
ら
評
価
す
る
た
め
に
、
有
識
者
か
ら
な

る
会
議
が
開
催
さ
れ
る
。
こ
の
会
議
で
は
、
企
画
段
階
で
招
聘
し
た
有
識
者
や
協
力
者

へ
も
参
加
し
て
も
ら
い
な
が
ら
評
価
し
て
も
ら
う
。
会
議
で
は
、
企
画
段
階
で
作
成
し

た
評
価
基
準
書
や
倫
理
基
準
書
に
基
づ
い
て
、
館
が
提
出
し
た
自
己
評
価
書
が
審
議
さ

れ
る
。
会
議
開
催
に
当
た
っ
て
は
、
事
前
に
ど
の
よ
う
な
会
議
を
設
け
る
の
か
、
あ
ら

か
じ
め
検
討
し
、
会
議
開
催
の
た
め
に
必
要
な
手
続
を
用
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
会
議
運
営
資
料
、
開
催
経
緯
、
議
事
の
記
録
、
配
付
資
料
と
及

び
有
識
者
へ
の
参
加
依
頼
書
が
、
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録
で
あ
る
。 

 
会
議
で
の
審
議
後
、
会
議
が
下
し
た
評
価
書
が
館
に
通
知
さ
れ
、
次
回
以
降
の
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
改
善
に
役
立
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

評
価
書
及
び
そ
の
通
知
書
が
こ
の
段
階
で
想
定
さ
れ
る
記
録
で
あ
る
。 

 

以
上
を
踏
ま
え
、
館
が
自
ら
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
を
、
企
画
、



 

 

 
 
 

『
北
の
丸
』
第
50
号 

国
立
公
文
書
館
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
実
施
に
向
け
た
一
考
察 

四
六

準
備
、
実
施
、
保
存
・
利
用
、
評
価
の
過
程
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
に
お
い
て

発
生
す
る
業
務
及
び
そ
の
下
で
想
定
さ
れ
る
記
録
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
３
で
あ
る
。 

  

第
四
章 
館
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
実
施
に
向
け
て 

  

本
章
で
は
、
館
が
自
ら
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
に
つ
い
て
、
前
章

で
示
し
た
業
務
フ
ロ
ー
を
踏
ま
え
、
現
時
点
で
想
定
さ
れ
る
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
と

と
も
に
、
そ
れ
ら
へ
の
若
干
の
解
決
策
に
つ
い
て
も
提
示
す
る
。 

 

第
一
節 

権
利
等
の
処
理 

  

一
般
的
に
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
で
は
、
事
業
の
実
施
主
体
に
関
係
な
く
、

著
作
権
処
理
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
か
つ
て
研
究
者
や
他
機
関
が
行
っ
て
き
た
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
は
、
著
作
権
関
係
を
口
頭
に
よ
り
処
理
し
て
き
た
こ
と
も
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
口
頭
に
よ
る
曖
昧
な
処
理
方
法
で
は
、
い
ず
れ
問
題
化
す
る
可
能
性
が

あ
る
こ
と
か
ら
73

、
現
在
で
は
書
面
に
よ
る
契
約
が
一
般
的
で
あ
り
、
先
行
研
究
に
お

い
て
も
著
作
権
の
権
利
処
理
に
関
す
る
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
74

。 

 

館
の
場
合
、
公
的
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
著
作
権
処
理
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
館
で
は
、
行
政
機
関
か
ら
の
歴
史
公
文
書
等
の
受
入
れ
や
法
人
そ
の
他

の
団
体
（
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
を
除
く
。）
又
は
個
人
か
ら
の
寄
贈
・
寄
託
に
よ
る

歴
史
公
文
書
等
の
受
入
れ
時
や
利
用
決
定
時
に
お
い
て
、
著
作
権
の
権
利
処
理
を
行
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
受
入
れ
た
歴
史
公
文
書
等
に
含
ま
れ
る
著
作
物
と
は

異
な
り
、
館
、
対
象
者
、
協
力
者
の
複
数
が
関
わ
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
に

は
、
共
同
著
作
物
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
75

。
共
同
著
作
物
と
は
、
著
作

権
法
第
二
条
第
一
項
一
二
号
で
「
二
人
以
上
の
者
が
共
同
し
て
創
作
し
た
著
作
物
で

あ
っ
て
、
そ
の
各
人
の
寄
与
を
分
離
し
て
個
別
的
に
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
各
共
有
者
は
著
作
権
の
共
有
持
分
（
例
え
ば
共
有
者
自
身
の
発

言
箇
所
に
係
る
権
利
）
を
譲
渡
等
の
方
法
に
よ
り
処
分
す
る
場
合
、
共
有
者
全
員
の
合

意
を
得
る
必
要
が
あ
る
76

。
そ
の
た
め
、
館
は
事
前
に
権
利
者
全
員
（
こ
こ
で
は
、
対

象
者
及
び
協
力
者
全
員
と
な
る
。）
か
ら
著
作
権
の
許
諾
や
同
意
が
な
い
状
態
で
法
人
文

書
へ
の
開
示
請
求
や
特
定
歴
史
公
文
書
等
へ
の
利
用
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
権
利
者
全

員
か
ら
の
許
諾
や
同
意
、
権
利
者
が
死
亡
し
た
場
合
は
遺
族
か
ら
の
許
諾
や
同
意
が
必

要
と
な
り
、
複
雑
化
し
た
権
利
処
理
に
時
間
を
費
や
す
こ
と
で
、
円
滑
な
開
示
や
利
用

を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
一
方
で
将
来
の
利
用
を
見
据
え

つ
つ
、
他
方
で
権
利
者
の
権
利
を
阻
害
し
な
い
よ
う
、
著
作
権
処
理
を
的
確
に
実
施
し

て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
著
作
権
法
上
の
高
度
な
処
理
が
必
要
に
な
る
場
合

は
、
同
法
に
詳
し
い
専
門
家
等
と
相
談
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
著
作
権
処
理
と
は
別
に
、
対
象
者
の
発
言
に
は
、
対
象
者
や
そ
の
関
係
者
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
情
報
等
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
の
よ
う

な
情
報
が
あ
っ
た
場
合
、
時
の
経
過
を
ふ
ま
え
、
将
来
の
い
ず
れ
か
の
時
点
に
お
い
て

公
開
す
る
に
し
て
も
、
対
象
者
へ
の
特
段
の
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。 

 

館
を
含
む
国
立
公
文
書
館
等
で
は
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
国
及
び
独
立
行
政
法
人

等
を
除
く
。）
又
は
個
人
か
ら
の
寄
贈
・
寄
託
に
よ
る
歴
史
公
文
書
等
の
受
入
れ
に
お
い

て
、
寄
贈
・
寄
託
者
の
意
向
を
尊
重
す
こ
と
と
し
、
利
用
の
制
限
に
つ
い
て
も
特
段
の

配
慮
を
行
う
仕
組
み
を
整
え
て
い
る
77

。
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
に
お
い
て
も
、

同
様
の
配
慮
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
館
は
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記

録
の
保
存
及
び
利
用
に
係
る
法
的
処
理
に
つ
い
て
、
対
象
者
、
協
力
者
へ
十
分
な
説
明

を
行
い
、
そ
れ
に
基
づ
く
同
意
（
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
）
を
徹
底
す
る
必
要

が
あ
る
。 
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  表３ 館におけるオーラル・ヒストリー事業の業務フロー 

業務フロー 業務の区分 業務概要 想定される記録の例 

企画 (1)実施方針・実施

計画の企画立案及

び決定 

（ⅰ）立案の検討 調査・検討資料 

有識者へのヒアリングの記録 

（ⅱ）立案を検討するための会議の

開催 

会議運営資料 

開催経緯 

議事の記録 

配付資料 

会議への参加依頼書 

（ⅲ）企画を実施に関する決裁 実施方針・実施計画 

(2)評価基準書・倫

理基準書・メタデー

タ基準書の企画立

案及び決定 

（ⅰ）立案の検討 調査・検討資料 

有識者へのヒアリングの記録 

（ⅱ）立案を検討するための会議の

開催 

会議運営資料 

開催経緯 

議事の記録 

配付資料 

会議への参加依頼書 

（ⅲ）企画を実施に関する決裁 評価基準書 

倫理基準書 

メタデータ基準書 

準備 （1）対象者と協力

者の選定及び決定 

 

（ⅰ）候補者の検討 調査・検討資料 

有識者へのヒアリングの記録 

（ⅱ）候補者を検討するための会議

の開催 

会議運営資料 

開催経緯 

議事の記録 

配付資料 

（ⅲ）候補者との交渉 配布資料 

（ⅳ）対象者及び協力者の決定に関

する決裁 

依頼書 

同意書 

（2）質問票等の検

討及びその決定 

（ⅰ）質問票等の検討 調査・検討資料 

（ⅱ）質問票等を検討するための会

議の開催 

会議運営資料 

開催経緯 

議事の記録 

配布資料 

会議への参加依頼書 

（ⅲ）質問票等の作成に関する決裁 質問票 

対象者の年譜 

実施方法書 
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業務フロー 業務の区分 業務概要 想定される記録の例 

実施 （1）ｲﾝﾀﾋﾞｭｰの実施 （ⅰ）実施に関する通知 実施通知書 

（ⅱ）実施した実績が記録された記

録 

音声・動画記録 

配付資料 

（2）ﾄﾗﾝｽｸﾘﾌﾟﾄの作

成 

（ⅰ）速記録案の作成 速記録案 

（ⅱ）速記録案の校正 確認依頼書 

校正原稿 

（ⅲ）トランスクリプトの作成 トランスクリプト 

保存・利用 （1）記録化 （ⅰ）オーラル・ヒストリー記録の

保存及び利用に係る法的処理等 

承諾書 

（2）法人文書とし

ての管理 

（ⅰ）公文書管理法及び関係法令等

に基づく管理 

開示請求書 

開示決定書 

（ⅱ）開示請求への対応 

（3）特定歴史公文

書 等 と し て の 保

存・利用（保存期間

が満了した歴史公

文書等に該当する

もののみ） 

（ⅰ）公文書管理法及び関係法令等

に基づく保存 

 

移管通知文書 

送付目録 

利用の制限に関する意見書 

受領文書目録 

調査検討資料 

利用制限区分案 

所蔵資料目録 

（ⅱ）利用請求への対応 利用請求書 

利用決定書 

評価 （1）評価の実施 （ⅰ）自己評価書の作成に係る決裁 事業の実績の記録 

自己評価書案 

自己評価書 

（ⅱ）自己評価書を審議するための

会議の開催 

会議運営資料 

開催経緯 

議事の記録 

配布資料 

会議への参加依頼書 

（ⅲ）評価書の受領 評価書 

通知書 
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第
二
節 

保
存 

  

保
存
に
つ
い
て
言
え
ば
、
第
一
に
、
法
人
文
書
と
し
て
の
保
存
期
間
の
問
題
が
あ
る
。

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
を
通
じ
て
様
々
な
記
録
が
発
生

す
る
。
例
え
ば
、
質
問
票
等
作
成
の
た
め
に
発
生
し
た
調
査
・
検
討
資
料
と
、
保
存
及

び
利
用
に
係
る
法
的
処
理
の
た
め
に
発
生
し
た
承
諾
書
で
は
、
当
然
保
存
期
間
が
異

な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
の
法
人
文
書
化
に
際
し

て
は
、
そ
れ
を
一
括
し
て
単
一
の
保
存
期
間
を
設
定
す
る
の
で
は
な
く
、
業
務
や
そ
の

下
で
作
成
取
得
さ
れ
る
記
録
の
性
格
を
踏
ま
え
て
個
別
に
保
存
期
間
を
設
定
す
る
必
要

が
あ
る
。 

 

第
二
に
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
音
声
・
動
画
デ
ー
タ
の
保
存
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
デ
ー
タ
の
保
存
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
つ
い
て
、
海
外
の
事
例
を
参
考
と
す
れ
ば
、
音
声

は
Ｍ
Ｐ
３
、
動
画
は
Ｍ
Ｐ
４
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
想
定
さ
れ
る
78

。
た
だ
し
、
こ
う
し

た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
記
録
さ
れ
た
媒
体
の
寿
命
は
恒
久
的
な
も
の
で
な
い
。
こ
れ
ら
の

デ
ー
タ
を
法
人
文
書
と
し
て
管
理
す
る
場
合
、
公
文
書
管
理
法
第
一
一
条
第
一
項
に
よ

り
同
法
第
四
条
か
ら
第
六
条
の
規
定
に
準
じ
た
適
切
な
管
理
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
長
期
保
存
の
た
め
の
媒
体
変
換
、
ソ
フ
ト
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
へ
の
対
応
等

に
よ
り
「
適
切
な
記
録
媒
体
」（
同
法
第
六
条
）
に
よ
る
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
79

。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
が
保
存
期
間
満
了
後
に
歴
史
公
文
書
等
と
し
て

移
管
さ
れ
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
保
存
さ
れ
る
場
合
、
公
文
書
管
理
法
第
一
五

条
第
一
項
80

の
規
定
に
よ
り
原
則
永
久
保
存
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

義
務
を
適
切
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、媒
体
変
換
に
よ
る
「
適
切
な
記
録
媒
体
」

で
の
保
存
が
求
め
ら
れ
て
い
る
81

。 

 

第
三
節 

利
用
等 

  

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
法
人
文
書
に
設
定
さ
れ
た
保

存
期
間
の
満
了
前
で
あ
れ
ば
開
示
請
求
で
、
当
該
保
存
期
間
の
満
了
後
で
あ
れ
ば
利
用

請
求
で
の
対
応
と
な
る
。
し
か
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
保
存
し
た
デ
ー
タ
や
ト
ラ
ン
ス

ク
リ
プ
ト
に
、
対
象
者
に
と
っ
て
一
定
の
期
間
公
開
を
望
ま
な
い
情
報
が
含
ま
れ
る
場

合
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
請
求
に
対
し
適
切
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
当

該
情
報
が
如
何
な
る
も
の
な
の
か
に
よ
る
が
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
を
適
切

に
実
施
す
る
た
め
に
、
不
開
示
情
報
や
利
用
制
限
情
報
の
解
釈
、
情
報
公
開
・
個
人
情

報
保
護
審
査
会
及
び
公
文
書
管
理
委
員
会
特
定
歴
史
公
文
書
等
不
服
審
査
分
科
会
の
答

申
等
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

 

ま
た
、
公
文
書
管
理
法
第
二
三
条
で
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
（
公
文
書
管
理
法
第

一
六
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。）
に
つ
い
て
「
展
示

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
積
極
的
に
一
般
の
利
用
に
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
も
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
と

な
れ
ば
当
然
上
記
の
対
象
と
な
り
、
館
は
利
用
の
促
進
に
つ
い
て
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
で
は
、
館
が
利
用
の
促
進
を
図
る
為
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
を
ど
の

よ
う
に
活
用
で
き
る
か
。
ま
ず
想
定
さ
れ
る
の
は
、
既
述
の
調
査
検
討
委
員
会
の
な
か

で
神
門
委
員
が
発
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
展
示
に
お
い
て
活
用
す
る
方
法
で
あ
る
82

。

海
外
の
公
文
書
館
等
の
展
示
を
み
て
も
、
音
声
・
映
像
資
料
を
多
く
活
用
し
て
お
り
、

そ
の
一
環
と
し
て
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
の
活
用
も
考
え
ら
れ
る
83

。
ま
た
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
音
源
や
動
画
の
公
開
が
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
国
立
公
文
書
館
で
は
、
ウ
ェ
ブ
上
で
音
源
を
公
開
し
利
用
に
供
し
て
い
る
84

。

国
内
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
施
設
で
こ
う
し
た
取
組
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
確
認
で
き
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な
い
も
の
の
85

、
研
究
者
や
他
の
機
関
で
は
、
聞
き
取
り
を
録
音
・
録
画
し
た
デ
ー
タ

を
ウ
ェ
ブ
上
で
公
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
86

。 

 

更
に
、
「
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
、
利
用
及
び
廃
棄
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

（
二
〇
一
一
年
四
月
一
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
で
は
、
利
用
の
促
進
に
お
い
て
、
特

定
歴
史
公
文
書
等
の
効
果
的
な
利
用
を
確
保
す
る
た
め
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
行
う
こ
と

と
規
定
し
て
い
る
87

。
職
員
が
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等

を
確
認
し
、
関
連
す
る
資
料
す
べ
て
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
現
実
的
に
考
え
て
難
し
い
。

そ
の
た
め
、
利
用
者
か
ら
の
質
問
に
適
切
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
例
え
ば
、
館
デ
ジ
タ

ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
公
開
し
て
い
る
目
録
情
報
の
う
ち
、
参
考
文
献
や
関
連
資
料
等
の
情

報
を
関
連
事
項
に
掲
載
す
る
こ
と
や
、
利
用
者
か
ら
の
質
問
を
記
録
す
る
管
理
表
を
作

成
す
る
こ
と
等
で
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
内
容
の
知
識
が
蓄
積
さ
れ
る
よ
う
に
努
め
る
必
要

が
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
蓄
積
さ
れ
た
知
識
を
基
礎
と
し
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
ツ
ー
ル
を
作
成
す
る
な

ど
、
更
に
利
便
性
を
図
る
こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。
参
考
と
な
る
の
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
国
立
公
文
書
館
（N

ational A
rchives of A

ustralia

）
で
作
成
し
て
い
る
フ
ァ
ク

ト
・
シ
ー
ト
（F

act sheets

）
で
あ
る
88

。
こ
れ
は
特
定
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
テ
ー
マ

の
概
要
や
所
蔵
資
料
、
参
考
情
報
な
ど
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
利
用

者
は
、
こ
の
シ
ー
ト
に
従
っ
て
資
料
調
査
が
で
き
る
。
今
後
館
は
、
こ
う
し
た
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
ツ
ー
ル
等
の
館
が
発
信
し
た
情
報
と
、
利
用
者
を
繋
げ
る
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
も

必
要
と
な
っ
て
く
る
。 

 

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
の
利
用
の
促
進
に
つ
い
て
は
、
館
に
ま
だ
経
験
や
ノ

ウ
ハ
ウ
の
蓄
積
が
な
い
た
め
、す
ぐ
に
取
り
組
む
こ
と
は
難
し
い
と
い
え
る
。
た
だ
し
、

こ
う
し
た
国
内
外
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
が
実
施
し
て
い
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

や
そ
の
記
録
の
活
用
方
法
に
つ
い
て
、
館
と
し
て
情
報
を
収
集
し
て
お
く
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
将
来
的
に
は
実
施
可
能
な
事
例
を
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
と
な
る
。 

 

第
四
節 

評
価 

  

本
稿
で
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
実
績
を
法
的
、
倫
理
的
、
技
術
的
側

面
か
ら
評
価
す
る
た
め
に
、
事
業
の
企
画
段
階
で
評
価
や
基
準
を
策
定
す
る
こ
と
、
そ

し
て
、
事
業
完
了
後
に
外
部
の
有
識
者
か
ら
な
る
会
議
を
設
け
て
事
業
の
実
績
を
評
価

す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

こ
の
基
準
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
学
会
が

公
表
し
て
い
る
「
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
評
価
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
参
考
と
な
る
89

。

ア
メ
リ
カ
の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
学
会
で
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
的
や
手
順
の
確

認
と
と
も
に
、「
倫
理
的
／
法
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
策
定
さ
れ
て
お
り
、
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
実
施
す
る
上
で
、
語
り
手
と
の
事
前
の
同
意
内
容
は
す
べ
て
守
ら
れ
て
い
る
か
、
テ
ー

プ
や
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
は
非
倫
理
的
に
利
用
に
供
し
て
い
な
い
か
等
の
具
体
的

チ
ェ
ッ
ク
項
目
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
実
績
を
評
価
す
る
た
め
の
有
識
者
か
ら
な
る
会
議

に
つ
い
て
は
、
評
価
の
統
一
性
を
担
保
す
る
た
め
に
も
、
企
画
段
階
で
招
聘
し
た
有
識

者
や
協
力
者
へ
参
加
し
て
も
ら
う
。
こ
れ
に
加
え
、
必
要
に
応
じ
て
各
専
門
分
野
の
有

識
者
の
参
加
も
想
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
実
施
内
容
に
知

見
を
有
し
て
い
る
専
門
家
、
著
作
権
法
に
詳
し
い
専
門
家
、
倫
理
基
準
に
詳
し
い
専
門

家
、
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
ー
に
詳
し
い
専
門
家
等
の
有
識
者
が
候
補
と
な
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
よ
う
な
評
価
の
仕
組
み
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
適
切
な
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

事
業
と
な
り
、
広
く
社
会
に
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
に
加
え
て
、
評
価
内
容
を
次
回

の
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
運
営
の
改
善
に
寄
与

し
、
ひ
い
て
は
同
事
業
を
長
期
的
に
継
続
す
る
た
め
の
礎
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
る
。 
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お
わ
り
に 

  

本
稿
で
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
や
館
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
の
課
題
を
踏
ま
え
な
が

ら
、
館
が
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
に
つ
い
て
、
事
業
の
目
的
、
具
体

的
な
業
務
フ
ロ
ー
、
現
時
点
で
想
定
さ
れ
る
課
題
等
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
以
下

で
は
、
そ
の
成
果
を
ま
と
め
る
。 

 

ま
ず
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
踏
ま
え
る
と
、
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
機
関
に
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
実
施
及
び
そ
の
過
程
に
お
い
て
作

成
又
は
取
得
し
た
記
録
、
例
え
ば
、
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
だ
け
で
は
な
く
、
オ
ー
ラ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
の
実
施
や
そ
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
記
録
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
の
質
問

票
や
参
考
資
料
、
音
声
・
動
画
デ
ー
タ
等
を
適
切
に
管
理
し
、
評
価
選
別
を
行
い
、
保

存
及
び
利
用
ま
で
を
射
程
に
入
れ
た
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。 

 

次
い
で
、
館
に
求
め
ら
れ
て
い
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
に
つ
い
て
、
我
が

国
の
政
府
及
び
館
に
設
置
さ
れ
た
会
議
体
で
の
議
論
を
整
理
し
た
。
そ
の
目
的
に
は
行

政
機
関
や
研
究
者
等
が
実
施
し
た
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
の
散
逸
防
止
の
た
め

の
「
受
け
皿
」
と
な
る
こ
と
、
及
び
館
自
ら
が
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
を
実
施

す
る
こ
と
の
二
つ
が
あ
り
、
と
り
わ
け
近
年
で
は
後
者
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
検
討
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
館
自
ら
が
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
目
的
は
、
国

内
外
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
の
実
践
や
調
査
検
討
会
議
等
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
館

が
所
蔵
す
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
記
録
と
し
て
残
っ
て
い
な
い
、
又
は
十
分
に
記
録

さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
補
完
・
補
強
す
る
た
め
と
整
理
し
た
。 

 

そ
の
上
で
、
館
自
ら
が
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
に
つ
い
て
具
体
的

に
検
討
す
る
た
め
、
こ
の
事
業
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
業
務
と
そ
こ
で
発
生
す
る
と
考

え
ら
れ
る
記
録
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
と
と
も
に
、
現
時
点
で
考
え
ら
れ
る
課
題
と
そ

れ
に
対
す
る
若
干
の
対
応
策
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
指
摘
し
た
。 

 

第
一
の
課
題
は
、
著
作
権
処
理
と
対
象
者
へ
の
配
慮
で
あ
る
。
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト

リ
ー
記
録
に
は
、
共
同
著
作
物
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
館
の
著
作

権
処
理
も
よ
り
複
雑
な
対
応
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
方
で

将
来
の
利
用
を
見
据
え
つ
つ
、
他
方
で
権
利
者
の
権
利
を
阻
害
し
な
い
よ
う
、
慎
重
に

著
作
権
処
理
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
対
象
者
の
発
言
に
は
、
対
象
者
や
そ
の
関

係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
情
報
等
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ

の
た
め
、
館
は
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
の
保
存
及
び
利
用
に
係
る
法
的
処
理
に

つ
い
て
、
対
象
者
、
協
力
者
へ
十
分
な
説
明
を
行
い
、
そ
れ
に
基
づ
く
同
意
（
イ
ン
フ
ォ
ー

ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
）
を
徹
底
す
る
必
要
が
あ
る
。 

 

第
二
の
課
題
は
、
保
存
で
あ
る
。
保
存
に
つ
い
て
は
、
多
様
な
記
録
か
ら
な
る
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
の
法
人
文
書
化
に
際
し
て
、
業
務
や
記
録
の
性
格
を
踏
ま
え

て
保
存
期
間
を
設
定
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
ま
た
、
音
声
・
動
画
デ
ー
タ
の
保
存
に

つ
い
て
は
、
法
人
文
書
で
あ
れ
特
定
歴
史
公
文
書
等
で
あ
れ
、
適
切
な
記
録
媒
体
で
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

第
三
の
課
題
は
、
利
用
等
で
あ
る
。
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
の
提
供
に
当
た
っ

て
は
、
法
人
文
書
と
し
て
の
保
存
期
間
が
満
了
し
て
い
な
い
場
合
は
開
示
請
求
で
、
保

存
期
間
が
満
了
し
て
い
る
場
合
で
あ
れ
ば
利
用
請
求
で
の
対
応
と
な
る
た
め
、
不
開
示

情
報
や
利
用
制
限
情
報
の
解
釈
等
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、

利
用
の
促
進
で
は
、
今
後
、
展
示
や
音
声
記
録
を
ウ
ェ
ブ
上
で
の
公
開
等
に
よ
り
、
オ
ー

ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
の
活
用
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
や
、
利
用
者
か
ら
の
質
問
へ
適

切
に
対
応
出
来
る
様
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
関
す
る
知
識
の
蓄
積
が
必
要
と
な
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。
た
だ
し
、
館
で
こ
う
し
た
取
組
を
す
ぐ
に
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た

め
、
現
段
階
で
は
国
内
外
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
機
関
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
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活
動
や
記
録
の
活
用
方
法
に
関
す
る
情
報
収
集
も
必
要
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 
第
四
の
課
題
は
、
事
業
の
評
価
で
あ
る
。
評
価
の
統
一
性
を
担
保
す
る
た
め
に
も
、

企
画
段
階
で
招
聘
し
た
有
識
者
や
協
力
者
の
参
加
に
加
え
、
必
要
に
応
じ
て
各
専
門
分

野
の
有
識
者
か
ら
も
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
で
第
三
者
的
な
視
点
か
ら
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ

ス
ト
リ
ー
事
業
を
評
価
し
て
も
ら
う
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
事
業
の
適
切
な
実
施
と
と

も
に
対
外
的
な
説
明
責
任
も
果
た
せ
る
こ
と
に
加
え
て
、
評
価
内
容
を
次
回
の
事
業
に

反
映
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
運
営
の
改
善
に
寄
与
し
、
ひ
い
て
は
同
事
業
を
長
期
的
に

継
続
す
る
た
め
の
基
盤
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
と
提
案
し
た
。 

 

以
上
の
よ
う
に
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
業
務
フ
ロ
ー
を
示
し
た
が
、
本
稿

で
は
、
館
が
実
施
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
事
業
の
よ
り
具
体
的
な
分
析
に
つ
い

て
は
十
分
に
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。
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追
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録
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Ａ
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歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
等
に
該
当
す
る
行
政
文
書
に
つ
い
て
、
外
務
省
は
外
務
省

大
臣
官
房
総
務
課
外
交
史
料
館
に
、
宮
内
庁
は
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
宮
内
公
文
書
館
に
移

管
す
る
。 

32 

前
出
、
『
改
訂 

逐
条
解
説 

公
文
書
管
理
法
・
施
行
令
』
、
四
四
～
四
五
頁
。 

33 

御
厨
貴
、「
総
括
報
告
Ⅱ
」
、『
オ
ー
ラ
ル
・
メ
ソ
ッ
ド
に
よ
る
政
策
の
基
礎
研
究
』
、
伊
藤
隆
、

政
策
研
究
大
学
院
大
学
、
二
〇
〇
五
年
、
六
六
～
六
七
頁
。 

34 

な
お
、
研
究
者
が
独
立
行
政
法
人
等
の
業
務
と
し
て
実
施
し
、
法
人
文
書
と
し
て
管
理
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、
館
を
含
む
国
立
公
文
書
館
等
へ
の
移
管
が
可
能
。
公
文
書
管
理
法
で
は
、

現
在
の
み
な
ら
ず
、
将
来
の
国
民
に
対
す
る
説
明
責
任
を
果
た
す
観
点
か
ら
、
国
や
独
立
行

政
法
人
等
か
ら
歴
史
公
文
書
等
の
移
管
を
受
け
る
施
設
を
「
国
立
公
文
書
館
等
」
と
し
て
指

定
。 

35 

御
厨
貴
、
「
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
つ
い
て
」
、
『
北
の
丸
』
、
第
三
七
号
、
二
〇
〇
四
年
、

八
～
九
頁
、「
座
談
会
「
公
文
書
等
の
管
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関
す
る
法
律
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定
と
今
後
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望
」
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、『
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
』
、
三
七
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、
二
〇
〇
九
年
、
前
出
、
御
厨
『
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
入
門
』

一
三
～
一
四
頁
。 

36 

前
出
、「
歴
史
研
究
と
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
、
九
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一
〇
頁
。 

37 

「
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
寄
贈
・
寄
託
文
書
受
入
要
綱
」
（
平
成
二
三
年
四
月
一
日

館
長
決
定
）
、http://w

w
w

.archives.go.jp/inform
ation/pdf/kizoubunsho_2011_00.pdf

（
参

照
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）。
同
制
度
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
梅
原
康
嗣
、「
歴
史

公
文
書
等
の
寄
贈
・
寄
託
の
受
入
れ
に
つ
い
て
」
、
『
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
』
、
第
四
四
号
、
二
〇

一
一
年
。 

38 

「
国
立
公
文
書
館
の
機
能
・
施
設
の
在
り
方
等
に
関
す
る
調
査
検
討
会
議
（
第
四
回
）」（
二

〇
一
四
年
七
月
三
〇
日
）
議
事
録
、http://w

w
w

8.cao.go.jp/chosei/koubun/kentou/ 

gijiroku4.pdf

（
参
照
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）。 
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前
出
、
注
38
と
同
じ
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40 

国
立
公
文
書
館
の
機
能
・
施
設
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在
り
方
等
に
関
す
る
調
査
検
討
会
議
第
一
二
回
配
付
資
料

「
対
象
文
書
の
範
囲
及
び
収
集
機
能
に
つ
い
て
」
（
二
〇
一
五
年
一
二
月
）
、http://w

w
w

8. 

cao.go.jp/chosei/koubun/kentou/20151211/siryou3.pdf

（
参
照
、
二
〇
一
七
年
一
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月
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日
）。 

41 

前
出
、
注
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じ
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前
出
、
注
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と
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じ
。 

43 

館
で
は
既
に
、
寄
贈
寄
託
文
書
の
受
入
れ
に
つ
い
て
、
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
広
報
活
動
を
実

施
し
て
い
る
。
「
寄
贈
・
寄
託
文
書
の
受
入
れ
に
つ
い
て
」
、http://w

w
w

.archives.go.jp/ 

inform
ation/donated_deposited.htm
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（
参
照
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）。
こ
れ
は
内
閣

府
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
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で
の
「
平
成
二
四
年
度
業
務
実
績
評
価
結
果
」
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お
い
て
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「
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間
の
歴
史
公
文
書
等
の
寄
贈
・
寄
託
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入
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つ
い
て
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の
情
報
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供
等
の
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、
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方
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工
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れ
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成
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五
年
度
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館
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ペ
ー
ジ
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ペ
ー
ジ
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寄

贈
・
寄
託
に
関
す
る
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ー
を
設
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し
た
「
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
の
平
成
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四
年

度
の
業
務
実
績
に
関
す
る
項
目
別
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価
表
」http://w

w
w

8.cao.go.jp/hyouka/dokuritsu/ 

24hyouka/kobun/kkoum
okubetu24.pdf

（
参
照
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）。 

44 

公
文
書
管
理
委
員
会
（
第
五
二
回
）
配
付
資
料
、「
平
成
二
七
年
度
公
文
書
管
理
の
在
り
方

に
関
す
る
調
査
報
告
書
」
（
平
成
二
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年
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）
六
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w
w
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参
照
、
二
〇
一
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年
一

二
月
一
日
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倉
沢
愛
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南
ア
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お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
試
み
」
、
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ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
の
科
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上
』
、
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編
、
柏
書
房
、
二
〇
〇
三
年
。 

46 
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
経
済
発
展
史
や
労
働
運
動
等
に
つ
い
て
、
五
五
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
施
。
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.nas.gov.sg/archivesonline/oral_history_interview

s/brow
se-project

（
参
照
、

二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
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47 

中
尾
知
代
「
戦
争
・
植
民
地
に
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か
わ
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
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ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
方
法
―
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ン
ガ
ポ
ー
ル
・
マ
レ
ー
シ
ア
の
ア
ー
カ
イ
ブ
紹
介
」（
二
一
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
史
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究
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史
資
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ブ
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研
究
』
二
号
、
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〇
三
年
）
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一
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四
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、
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ジ
歴
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
」
第
一
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
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48 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
公
文
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「O

ral 
H

istory 
Interview

s

」
、
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w

w
.nas.gov.sg/archivesonline/oral_history_interview

s/

（
参
照
、
二
〇
一
七
年
一

二
月
一
日
）。 

49 

前
出
、
注
45
と
同
じ
、
二
九
七
～
三
一
一
頁
。 

50 

前
出
、
「
日
本
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
現
況
に
関
す
る
一
考

察
」
。 

51 

外
務
省
、
「
外
交
交
渉
の
経
緯
な
ど
を
歴
史
的
視
点
に
立
ち
な
が
ら
文
書
化
す
る
仕
組
み
」
、

二
〇
〇
三
年
八
月
、http://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/annai/honsho/kai_genjo/kodo_sj/ 

pdfs/hokoku_9.pdf

（
参
照
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）
、
「
平
成
一
五
年
度
外
務
省
政
策

評
価
書 

外
務
省
改
革
へ
の
取
組
」http://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/annai/shocho/hyouka/ 

hyoukasho15/pdfs/04_11.pdf

（
参
照
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）。 

52 

電
子
政
府
の
総
合
窓
口
ｅ-

Ｇ
ｏ
ｖ
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
検
索
シ
ス
テ
ム
を
用
い

て
、「
外
交
史
談
録
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
調
査
（
参
照
、
二
〇
一
七
年
一
月
三
一
日
）。 

53 

公
文
書
管
理
法
で
は
、
行
政
機
関
の
研
究
所
・
図
書
館
等
や
独
立
行
政
法
人
等
が
設
置
す
る

博
物
館
・
美
術
館
等
の
う
ち
、
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又
は
学
術
研
究
用
の
資
料

(

歴
史
資
料
等)

を
保
有
す
る
施
設
を
歴
史
資
料
等
保
有
施
設
と
し
て
指
定
し
て
い
る
。
こ
の

施
設
に
保
有
さ
れ
る
歴
史
資
料
等
は
、
特
別
な
管
理
が
さ
れ
る
も
の
と
し
て
公
文
書
管
理
法

の
適
用
対
象
と
な
る
「
行
政
文
書
」
、「
法
人
文
書
」
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。 

54 

平
山
実
、
千
々
和
泰
明
、
「
戦
後
日
本
の
防
衛
政
策
に
関
す
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の

活
用
法
の
一
考
察
」
、
『
戦
史
研
究
年
報
』
、
第
一
四
号
、
二
〇
一
一
年
。 

55 

電
子
政
府
の
総
合
窓
口
ｅ-

Ｇ
ｏ
ｖ
の
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
検
索
シ
ス
テ
ム
を
用
い

て
、「
防
衛
省
」「
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
調
査
（
参
照
、
二
〇
一
七

年
一
月
三
一
日
）。 

56 

前
出
、
「
日
本
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
お
け
る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
現
況
に
関
す
る
一
考

察
」
、
東
京
都
公
文
書
館
「
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成
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八
年
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東
京
都
公
文
書
館
年
報
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w
w
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soum
u.m
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照
、
二
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一
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年
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一
日
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陸
大
宮
市
文
書
館
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二
〇
一
四
年
一
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に
開
館
し
た
。
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管
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教
育
委
員
会
生
涯
学

習
課
で
あ
り
、
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員
数
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館
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時
職
員
二
名
の
計
五
名
の
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開
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点
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た
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、
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宮
市
文
書
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、
『
ア
ー
カ
イ
ブ
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、
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、
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日
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大
宮
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文
書
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、
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、
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清
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唯
一
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ー
ラ
ル
・
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ー
の
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仮
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、
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Ｃ
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史
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検
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実
践
―
過
去
と
未
来
と
の
対
話
』
）
一
二
～
一
三
頁
、
前
出
、「
日
本
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
お
け

る
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
現
況
に
関
す
る
一
考
察
」
。 

75 

前
出
、「
オ
ー
ラ
ル
の
実
態
と
今
後
の
方
法
論
に
つ
い
て
」
。 

76 

こ
こ
で
の
共
有
者
は
、
館
、
対
象
者
、
協
力
者
が
該
当
す
る
（
著
作
権
法
令
研
究
会
『
実
務

者
の
た
め
の
著
作
権
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
第
九
版
、
公
益
財
団
法
人
著
作
権
情
報
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
一
四
年
一
四
頁
）。 

77 

法
人
そ
の
他
の
団
体
（
国
及
び
独
立
行
政
法
人
等
を
除
く
。
）
又
は
個
人
か
ら
の
歴
史
公
文

書
等
の
受
入
れ
に
お
い
て
、
寄
贈
・
寄
託
を
申
し
出
る
も
の
は
、
寄
贈
申
出
書
又
は
寄
託
申

出
書
に
、
利
用
を
制
限
す
る
情
報
と
当
該
情
報
を
制
限
す
る
期
間
を
記
載
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
「
寄
贈
申
出
書
」
、http://w

w
w

.archives.go.jp/inform
ation/pdf/kizoubunsho_ 

2011_01.pdf

（
参
照
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）
、「
寄
託
申
出
書
」
、http://w

w
w

.archives. 

go.jp/inform
ation/pdf/kizoubunsho_2011_03.pdf

（
参
照
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）
。 

78 

独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
「
米
国
（
Ｎ
Ａ
Ｒ
Ａ
）
に
お
け
る
電
子
記
録
の
長
期
保
存
等

に
関
す
る
取
組
み
に
係
る
調
査
」（
二
〇
一
五
年
二
月
二
七
日
）
、http://w

w
w

.archives.go.jp/ 

about/report/pdf/kenkyu2014.pdf

（
参
照
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）。 

79 

前
出
、
『
改
訂 

逐
条
解
説 

公
文
書
管
理
法
・
施
行
令
』
、
三
八
～
四
〇
頁
。 

80 

同
条
で
は
、
「
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
第
二
五
条
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
る
に

至
る
場
合
を
除
き
、
永
久
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。 

81 

前
出
、
『
改
訂 

逐
条
解
説 

公
文
書
管
理
法
・
施
行
令
』
、
六
三
～
六
四
頁
。 

82 

前
出
、
注
38
と
同
じ
。 

83 

国
立
公
文
書
館
の
機
能
・
施
設
の
在
り
方
等
に
関
す
る
調
査
検
討
会
議
第
七
回
配
付
資
料

「
海
外
現
地
調
査
の
概
要
と
ま
と
め
」
（
二
〇
一
五
年
一
月
）
、http://w

w
w

8.cao.go.jp/ 

chosei/koubun/kentou/20150126/siryou1-1-2.pdf

（
参
照
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）
。 

84 

前
出
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
公
文
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「O

ral H
istory Interview

s

」
。 

85 

オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
記
録
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
久
部
良
和
子
「
沖
縄
戦
証
言
記
録
の

公
開
に
つ
い
て
―
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
活
用
の
試
み
―
」（
『
沖
縄
県
公
文
書
館
研
究
紀

要
』
第
一
三
号
、
二
〇
一
一
年
）
が
参
考
と
な
る
。 

86 

梅
崎
修
、
「
労
働
史
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
ア
ー
カ
イ
ブ
の
試
み
―
映
像
化
の
取
り
組
み

と
資
料
の
利
用
可
能
性
を
中
心
に
」
、『
社
会
政
策
』
、
第
七
巻
三
号
、
二
〇
一
六
年
、「
労
働

史
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ビ
デ
オ
ア
ー
カ
イ
ブ
」
、http://shaunkyo.jp/ 

oralhistory/m
ovie_index.htm

l

（
参
照
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）。 

87 

「
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
保
存
、
利
用
及
び
廃
棄
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
平
成
二
三

年
四
月
一
日
内
閣
総
理
大
臣
決
定
）
。
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
に
つ
い
て
は
「
第
Ｃ
章 

利
用 

第

二
節 

利
用
の
促
進
」
Ｃ-

一
七
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。 

88 

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
公
文
書
館
で
は
、
現
在
二
七
一
項
目
の
フ
ァ
ク
ト
・
シ
ー
ト
を
公
開

し
て
い
る
。http://w

w
w

.naa.gov.au/collection/fact-sheets/index.aspx

（
参
照
、
二
〇
一

七
年
一
二
月
一
日
）。 

89 
O

ral 
H

istory 
A

ssociation, 
2000 

O
ral 

H
istory 

E
valuation 

G
uidelines. 

http://w
w

w
. 

oralhistory.org/about/principles-and-practices/oral-history-evaluation-guidelines-revis

ed-in-2000/

（
参
照
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）
。
こ
の
他
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
オ
ー
ラ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
学
会
（O

ral H
istory S

ociety

）
が
公
表
し
て
い
るIs Y

our O
ral H

istory L
egal 

and E
thical?. 

も
参
考
と
な
る
。http://w

w
w

.ohs.org.uk/advice/ethical-and-legal/

（
参
照
、

二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）。 

 

（
業
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専
門
員
） 
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